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一八世紀フランスにおける沿岸貿易船の船長たち（君塚）

【
要
約
】
　
一
六
八
一
年
『
海
事
王
令
』
と
そ
れ
に
続
く
諸
王
令
は
、
「
遠
隔
地
へ
の
航
海
」
「
大
沿
岸
貿
易
」
「
小
沿
岸
貿
易
」
と
い
う
「
航
海
の
カ
テ
ゴ

リ
」
を
設
定
し
た
。
沿
岸
貿
易
船
長
は
、
国
家
の
定
め
る
試
験
を
経
て
船
長
資
格
を
取
得
し
、
海
運
業
を
営
ん
だ
。
ボ
ル
ド
ー
の
よ
う
な
大
海
港
都
市
の

船
乗
り
は
専
ら
「
遠
隔
地
へ
の
航
海
」
カ
テ
ゴ
リ
の
船
長
を
志
望
し
、
沿
岸
貿
易
船
長
を
志
望
し
た
の
は
プ
ラ
イ
、
ア
ル
カ
シ
ョ
ン
の
よ
う
な
比
較
的
小

規
模
な
港
の
船
乗
り
だ
っ
た
。
家
族
資
本
と
ロ
…
カ
ル
な
つ
な
が
り
に
よ
る
運
営
が
沿
岸
貿
易
の
基
本
で
あ
り
、
船
長
の
活
動
は
、
彼
ら
の
出
身
地
あ
る

い
は
居
住
地
と
の
深
い
つ
な
が
り
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
。
船
の
所
有
は
家
族
や
地
元
資
本
で
行
わ
れ
、
船
員
の
リ
ク
ル
ー
ト
で
は
ま
ず
家
族
が
優
先
さ

れ
、
次
に
同
じ
教
区
出
身
者
が
船
員
と
し
て
雇
わ
れ
た
。
船
長
た
ち
の
活
動
海
域
に
は
、
船
長
の
地
元
の
経
済
活
動
や
家
族
的
伝
統
が
反
映
さ
れ
、
出
身

地
域
ご
と
の
緩
や
か
な
「
棲
み
分
け
篇
が
存
在
し
て
い
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
　
一
〇
〇
巻
一
号
　
二
〇
一
七
年
【
月

は
　
じ
　
め
　
に

　
も
は
や
社
会
科
学
の
古
典
的
名
著
と
な
っ
た
イ
マ
ニ
ュ
エ
ル
・
ウ
ォ
ー
ラ
ー
ス
テ
イ
ン
の
著
書
に
し
た
が
え
ば
、
一
七
、
一
八
世
紀
は
、
オ

ラ
ン
ダ
、
イ
ギ
リ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
が
「
資
本
主
義
世
界
シ
ス
テ
ム
」
に
お
け
る
「
中
核
」
の
地
位
を
め
ぐ
っ
て
抗
争
を
く
り
ひ
ろ
げ
た
時
代
で

　
①

あ
る
。
も
し
も
、
近
世
の
北
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
地
域
に
お
い
て
「
近
代
資
本
主
義
世
界
シ
ス
テ
ム
」
が
始
ま
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
原
動

力
は
、
大
西
洋
か
ら
イ
ン
ド
洋
、
南
シ
ナ
海
に
広
が
る
海
を
通
じ
た
人
と
モ
ノ
の
移
動
で
あ
っ
た
と
雷
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
フ
ラ
ン
ス
に
つ
い

（3）3



て
言
え
ば
、
そ
の
貿
易
圏
は
伝
統
的
な
地
中
海
、
北
海
に
加
え
て
、
大
西
洋
、
イ
ン
ド
洋
、
東
シ
ナ
海
へ
と
広
が
り
、
海
港
都
市
は
こ
れ
ら
の

貿
易
圏
へ
向
か
う
船
の
基
地
で
あ
り
、
港
の
活
動
は
フ
ラ
ン
ス
王
国
の
経
済
成
長
を
測
る
バ
ロ
メ
ー
タ
ー
の
一
つ
と
な
っ
た
。
人
口
統
計
に
基

づ
い
て
一
八
○
○
年
の
フ
ラ
ン
ス
十
大
都
市
を
見
れ
ば
、
そ
こ
に
は
マ
ル
セ
イ
ユ
、
ボ
ル
ド
ー
、
ル
ア
ン
、
ナ
ン
ト
が
含
ま
れ
、
こ
れ
は
一
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

世
紀
を
通
じ
た
経
済
活
動
の
結
果
、
海
港
都
市
の
著
し
い
成
長
が
見
ら
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
一
八
世
紀
は
、
フ
ラ
ン
ス
大
西
洋
沿
岸
部
の
重
要
性
が
飛
躍
的
に
高
ま
っ
た
時
代
で
あ
る
。
商
業
活
動
に
つ
い
て
卜
え
ば
、
カ
リ
ブ
海
の
フ

ラ
ン
ス
領
サ
ン
ー
ー
ド
マ
ン
グ
や
ア
ン
テ
ィ
ル
諸
島
と
の
貿
易
に
加
え
、
西
ア
フ
リ
カ
の
黒
人
奴
隷
貿
易
に
参
加
す
る
船
舶
の
多
く
は
大
西
洋
沿

岸
港
で
議
装
さ
れ
た
。
喜
望
峰
廻
り
で
イ
ン
ド
洋
や
広
州
へ
向
か
う
船
は
、
イ
ン
ド
会
社
の
港
で
あ
る
ロ
リ
ア
ン
で
軍
装
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
｝
八
世
紀
を
通
じ
て
行
わ
れ
た
「
第
二
次
英
仏
百
年
戦
争
」
の
結
果
、
大
西
洋
沿
岸
は
、
戦
線
の
一
部
を
構
成
し
た
だ
け
で
な
く
、
海

軍
の
活
動
に
必
要
な
物
資
を
供
給
す
る
輸
送
拠
点
に
も
な
っ
た
の
で
あ
る
。
特
に
ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
地
方
は
、
次
の
二
つ
の
理
由
に
よ
っ
て
近
世

フ
ラ
ン
ス
大
西
洋
沿
岸
に
お
け
る
海
洋
活
動
の
中
心
に
位
置
し
て
い
た
。
第
一
に
、
ス
ペ
イ
ン
貿
易
や
カ
ナ
ダ
貿
易
に
参
加
し
た
サ
ン
擁
マ
ロ
、

黒
人
奴
隷
貿
易
や
カ
リ
ブ
海
植
民
地
貿
易
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
内
沿
岸
貿
易
に
従
事
す
る
ナ
ン
ト
、
イ
ン
ド
会
社
の
港
ロ
リ
ア
ン
、
海
軍
工
廠
港
ブ

レ
ス
ト
を
抱
え
、
ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
地
方
は
フ
ラ
ン
ス
王
国
に
お
け
る
経
済
活
動
と
軍
事
活
動
の
拠
点
と
な
っ
た
。
第
二
に
、
こ
の
地
方
は
フ
ラ

ン
ス
南
西
部
と
ブ
リ
テ
ン
島
を
つ
な
ぐ
海
路
の
要
衝
に
位
置
し
た
。
ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
の
人
々
は
、
中
世
以
来
、
大
西
洋
か
ら
北
海
ま
で
の
ヨ
i

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

ロ
ッ
パ
沿
岸
、
ブ
リ
テ
ン
島
や
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
諸
港
に
お
け
る
海
運
に
関
わ
っ
て
い
た
。
一
八
世
紀
に
お
け
る
海
を
越
え
た
海
運
の
発
展
は
、

こ
の
地
方
に
お
け
る
船
乗
り
の
伝
統
に
支
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
実
際
に
、
海
事
史
家
ア
ラ
ン
・
カ
バ
ン
ト
ゥ
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
～
七

七
五
年
に
お
い
て
ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
地
方
は
フ
ラ
ン
ス
全
体
の
約
三
四
％
に
あ
た
る
二
万
七
〇
七
人
の
上
級
・
下
級
船
員
を
供
給
し
、
フ
ラ
ン
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

王
國
で
最
も
船
員
の
登
録
さ
れ
た
地
方
で
あ
っ
た
。

　
前
近
代
フ
ラ
ン
ス
の
海
事
史
、
海
洋
史
研
究
は
、
次
の
二
つ
の
テ
ー
マ
に
大
別
さ
れ
る
。
第
一
に
、
海
港
都
市
を
起
点
と
し
て
行
わ
れ
た
貿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

易
に
関
す
る
研
究
で
あ
る
。
中
世
に
つ
い
て
雷
え
ば
、
ト
ゥ
シ
ャ
ー
ル
に
よ
る
ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
地
方
沿
岸
港
に
関
す
る
研
究
、
ド
ラ
フ
ォ
ッ
ス
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一八世紀フランスにおける沿岸貿易船の船長たち（君塚）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

と
ト
ロ
ク
ム
に
よ
る
港
町
ラ
・
ロ
シ
ェ
ル
と
ブ
ル
ア
ー
ジ
ュ
の
塩
取
引
に
関
す
る
研
究
、
ジ
ャ
ッ
ク
・
ベ
ル
ナ
ー
ル
に
よ
る
ボ
ル
ド
ー
の
葡
萄

　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

酒
貿
易
に
関
す
る
研
究
が
そ
の
代
表
的
な
も
の
で
あ
る
。
一
七
世
紀
以
降
の
近
世
の
港
町
に
関
す
る
研
究
で
は
、
一
九
七
〇
年
代
か
ら
八
○
年

代
に
か
け
て
、
研
究
者
の
関
心
は
主
に
ナ
ン
ト
、
ボ
ル
ド
ー
、
ル
ア
ン
、
マ
ル
セ
イ
ユ
な
ど
植
民
地
貿
易
に
参
加
し
て
フ
ラ
ン
ス
経
済
を
牽
引

し
た
国
際
貿
易
港
の
活
動
を
数
量
的
に
把
握
す
る
こ
と
に
向
け
ら
れ
た
。
た
と
え
ば
、
ビ
ュ
テ
ル
や
ユ
ェ
ズ
・
ド
・
ロ
ン
プ
は
、
一
八
世
紀
ボ

ル
ド
ー
に
関
す
る
博
士
論
文
で
ボ
ル
ド
ー
の
植
民
地
貿
易
や
沿
岸
貿
易
の
膨
大
な
統
計
デ
ー
タ
を
整
理
し
、
国
際
貿
易
港
ボ
ル
ド
ー
の
経
済
成

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

長
に
つ
い
て
総
合
的
に
研
究
し
た
。
一
九
八
○
年
代
後
半
に
な
る
と
、
大
海
港
の
み
で
な
く
沿
岸
貿
易
に
特
化
し
た
中
規
模
貿
易
港
も
研
究
対

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

象
と
な
っ
て
い
っ
た
。
ロ
リ
ア
ン
の
イ
ン
ド
会
社
の
活
動
に
関
わ
る
沿
岸
貿
易
を
研
究
し
た
ル
・
ブ
エ
デ
ク
や
、
ド
ル
ド
ー
ニ
ュ
川
流
域
の
河

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

川
港
が
ボ
ル
ド
ー
の
沿
岸
貿
易
に
果
た
し
た
役
割
を
研
究
し
た
コ
キ
ュ
ラ
は
、
大
海
港
の
活
動
を
補
完
す
る
港
の
存
在
を
明
ら
か
に
し
た
。

　
第
二
に
、
海
食
や
船
乗
り
に
関
す
る
研
究
が
あ
る
。
ミ
シ
ェ
ル
・
モ
ラ
・
デ
ュ
・
ジ
ュ
ル
ダ
ン
が
一
九
五
〇
年
代
に
行
っ
た
中
世
デ
イ
エ
ッ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

プ
に
関
す
る
先
駆
的
研
究
に
お
い
て
、
ノ
ル
マ
ン
デ
ィ
ー
の
船
乗
り
た
ち
の
活
動
や
生
活
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
た
。
近
世
の
船
乗
り
に
関
す

る
研
究
は
、
モ
ラ
・
デ
ュ
・
ジ
ユ
ル
ダ
ン
の
影
響
を
強
く
受
け
つ
つ
行
わ
れ
、
ア
ラ
ン
・
カ
バ
ン
ト
ゥ
に
よ
る
ダ
ン
ケ
ル
ク
で
活
動
し
た
船
乗

　
　
　
　
　
　
⑫
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

り
に
関
す
る
研
究
、
ジ
ャ
ン
目
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ア
ン
リ
に
よ
る
デ
ュ
島
の
船
乗
り
に
関
す
る
研
究
は
そ
の
代
表
的
な
も
の
と
な
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

　
一
九
九
七
年
に
出
版
さ
れ
た
ジ
ェ
ラ
ー
ル
・
ル
・
ブ
エ
デ
ク
の
『
大
西
洋
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
海
洋
活
動
と
沿
岸
社
会
』
は
、
フ
ラ
ン
ス
海
洋
史

研
究
に
お
け
る
こ
の
二
つ
の
潮
流
を
統
合
し
、
沿
岸
貿
易
と
船
乗
り
の
歴
史
を
フ
ラ
ン
ス
海
洋
史
全
体
の
中
に
位
置
づ
け
た
。
現
在
で
は
、
沿

岸
漁
業
の
港
や
大
貿
易
に
関
わ
ら
な
い
小
さ
な
港
、
漁
民
や
船
乗
り
に
関
す
る
研
究
が
大
西
洋
側
、
地
中
海
側
で
進
め
ら
れ
て
い
る
。
テ
ィ
エ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

リ
・
ソ
ゾ
ー
に
よ
る
シ
ャ
ロ
ン
ト
の
船
乗
り
に
関
す
る
研
究
、
ジ
ル
ベ
ー
ル
・
プ
テ
ィ
に
よ
る
地
豊
海
沿
岸
で
行
わ
れ
た
キ
ャ
ラ
バ
ン
貿
易
船

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

と
そ
の
乗
組
員
に
関
す
る
研
究
は
そ
の
代
表
例
で
あ
る
。

　
こ
う
し
て
、
沿
岸
貿
易
と
船
乗
り
に
関
す
る
研
究
は
、
大
海
港
の
活
動
か
ら
で
は
見
え
な
い
船
乗
り
や
地
元
の
小
規
模
な
商
人
の
世
界
を
明

ら
か
に
し
た
。
他
方
で
、
こ
れ
ら
の
研
究
は
「
海
手
に
開
か
れ
た
海
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
私
た
ち
に
強
く
植
え
付
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。

5　（5）



「
排
他
性
」
特
権
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
た
植
民
地
貿
易
に
比
べ
、
沿
岸
貿
易
は
相
対
的
に
多
く
の
船
乗
り
た
ち
が
参
加
可
能
で
あ
っ
た
か
ら
で

　
⑰

あ
る
。
し
か
し
、
沿
岸
貿
易
に
従
事
す
る
船
乗
り
に
も
、
「
縄
張
り
」
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
「
縄
張
り
」
と
そ
れ
を
決
定

す
る
要
因
を
研
究
す
る
こ
と
は
、
ま
ず
、
船
乗
り
の
経
済
活
動
を
よ
り
深
く
理
解
す
る
た
め
に
不
可
欠
で
あ
る
。
ま
た
、
も
し
も
船
乗
り
の
活

動
海
域
が
歴
史
的
に
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
彼
ら
の
持
つ
伝
統
や
文
化
も
そ
こ
に
反
映
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
船

乗
り
た
ち
の
活
動
海
域
と
そ
の
決
定
要
因
に
つ
い
て
知
る
こ
と
は
、
難
問
と
海
と
の
関
係
を
歴
史
的
に
よ
り
深
く
理
解
す
る
た
め
に
必
要
な
の

で
あ
る
。

　
船
長
と
し
て
働
い
た
人
々
に
つ
い
て
調
査
を
進
め
る
こ
と
は
、
こ
れ
ら
の
問
い
に
答
え
る
方
法
の
一
つ
と
な
る
。
船
長
は
、
船
の
活
動
に
関

す
る
責
任
者
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
船
長
た
ち
の
活
動
が
ど
の
よ
う
に
し
て
決
定
さ
れ
た
か
に
つ
い
て
調
査
す
れ
ば
、
船
乗
り
の
雇
用
、
活

動
海
域
に
関
す
る
問
い
の
答
え
が
自
ず
と
現
れ
て
く
る
だ
ろ
う
。

　
以
上
の
よ
う
な
問
題
意
識
の
も
と
で
、
本
稿
は
、
海
を
人
間
の
働
く
場
と
し
て
と
ら
え
、
主
に
フ
ラ
ン
ス
大
西
洋
沿
岸
で
活
動
し
た
船
舶
の

船
長
を
対
象
と
し
、
そ
の
出
身
地
、
活
動
内
容
、
活
動
海
域
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
同
時
に
、
船
長
た
ち
を
取
り
巻
く
国
際
的
、
経
済
的
状
況

と
の
関
係
性
に
着
目
し
、
彼
ら
の
活
動
を
規
定
し
て
い
た
諸
要
因
を
考
え
て
い
く
。

　
史
料
は
、
船
乗
り
の
活
動
に
関
す
る
王
令
、
同
時
代
人
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
貿
易
に
関
す
る
書
物
や
辞
典
、
ヴ
ァ
ン
ヌ
、
カ
ン
ペ
ー
ル
、
ボ

ル
ド
ー
に
設
置
さ
れ
た
海
事
裁
判
所
で
登
録
さ
れ
た
船
員
登
録
簿
お
よ
び
沿
岸
貿
易
船
船
長
許
可
状
を
用
い
る
。

6　（6）

①
1
・
ウ
ォ
ー
ラ
ー
ス
テ
イ
ン
（
川
北
稔
訳
）
魍
近
代
世
界
シ
ス
テ
ム
一
六
〇

　
〇
一
一
七
五
〇
協
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
一
九
九
三
年
。

②
℃
．
留
ぎ
臼
転
じ
u
碧
2
Φ
階
℃
．
O
安
く
「
ρ
貯
腎
§
さ
欺
§
織
鳴
恥
ミ
§

　
範
ミ
魯
“
§
ミ
鈎
窃
§
§
ミ
譜
§
ミ
賦
跨
ミ
ミ
』
働
事
給
恥
ミ
ミ
M
N
ミ
鳶
譜
輌
註
防
斡
丸
ミ
登

　
c
Q
O
O
－
N
G
Q
偶
9
0
①
口
Φ
＜
ρ
0
8
N
蜜
6
0
Q
o
o
．

③
即
↓
。
g
鯨
目
’
富
§
ミ
同
一
ミ
融
ミ
ミ
§
ミ
腎
ミ
。
嵩
昏
貯
導
句
§
ξ
§

』
鷺
¶
五
四
ユ
ρ
い
Φ
ω
し
d
Φ
一
一
①
ω
じ
Φ
け
嘗
①
ω
．
一
霧
メ

④
〉
．
9
σ
き
け
。
舞
二
塁
ミ
遷
ミ
国
恥
§
貯
お
鴨
．
甲
斐
ミ
§
ミ
駄
防
ミ
ミ
凡
§
§
§

　
ミ
§
N
ミ
粛
ミ
ー
霞
鴇
§
ミ
、
℃
四
ユ
ρ
》
二
甑
①
5
一
8
伊
P
刈
ρ

⑤
m
↓
2
9
鋤
拭
3
§

⑥
ζ
．
O
①
臨
。
ω
ω
Φ
簿
国
．
早
。
。
ヨ
①
甲
貯
§
§
ミ
亀
ミ
簿
§
凡
吻
§
貯
導
N
§

　
函
『
鴇
驚
貯
ミ
馬
身
き
ミ
ミ
へ
函
葭
噛
〉
冠
ヨ
四
ロ
α
O
O
嵩
戸
お
切
さ
Q
．
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⑦
H
じ
d
2
轟
a
．
さ
鵯
ミ
恥
§
題
嚇
N
硫
§
ミ
ミ
“
b
口
。
ミ
§
嚢
曾
誘
定
S
－
竃
謎

　
N
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9
℃
蝉
ユ
ρ
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．
閣
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．
国
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客
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①
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⑧
℃
．
ゆ
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Φ
統
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ミ
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冴
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鳴
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翁
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魯
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鴨
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覇
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吻
§
栄
轟
．

　
鴇
町
N
魯
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節
翫
。
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■
〉
ロ
σ
δ
四
一
㊤
刈
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⑨
O
ト
①
ゆ
。
ロ
践
①
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ト
題
§
㌣
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ミ
鋤
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ミ
ミ
ミ
瑛
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貯
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ミ
§
莞
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邸
譜
恥
ミ
蹴
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鳶
認
N
N
M
§
、
簿
①
ω
Φ
号
匹
0
9
0
「
鋤
け
山
Φ
ω
。
ヨ
ゆ
昌
。
δ
ω
o
雪
㊦
8
Φ
ω
2
ω
げ

　
臼
「
Φ
o
ユ
。
路
α
o
旨
ζ
①
く
興
．
℃
p
器
囲
＜
．
お
Q
。
P

⑩
〉
．
之
6
。
。
巳
ρ
§
誉
～
ミ
鴨
ミ
織
禽
ぎ
℃
ミ
謹
腔
§
鷺
浅
魯
貯
b
。
ミ
ミ
、
鴨

　
§
※
ミ
し
・
㌧
§
ミ
℃
p
・
器
■
↓
四
一
す
巳
δ
門
篇
①
G
。
一
．

⑪
ζ
．
ζ
。
＝
㌶
費
智
霞
島
ぎ
ト
笥
q
§
§
ミ
融
ミ
ミ
ミ
ミ
こ
N
ミ
博
M
§
ミ
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貯
導
ミ
ミ

　
ξ
§
》
鷺
噂
同
『
Φ
ω
9
¢
ぼ
く
巽
ω
一
溜
餌
Φ
勺
曽
甑
ω
レ
㊤
認
．
ミ
シ
ェ
ル
・
モ
ラ
・
デ

　
ュ
・
ジ
ュ
ル
ダ
ン
（
深
沢
克
己
訳
）
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
海
』
、
平
凡
社
、
一
九
九
六

　
年
。

⑫
〉
’
9
σ
磐
8
ロ
。
。
．
b
蹄
ミ
鳶
恥
物
ミ
ミ
薯
誉
融
昏
、
、
◎
賦
§
に
携
》
爵
§
欺
ミ
恥

　
ミ
ミ
ミ
ミ
象
譜
b
§
ぎ
、
心
N
ミ
§
へ
寒
ミ
恥
ミ
き
栄
ミ
ミ
護
句
結
織
舞
竃
碁

　
N
軌
偽
O
丸
N
℃
郵
で
曽
ユ
ω
■
℃
臼
旺
一
。
。
蠕
9
お
㊤
ピ

⑬
㍗
写
．
田
口
曇
b
鴇
ミ
ミ
㌧
鳩
嵩
§
思
魯
§
沁
ミ
⑦
ミ
鴨
知
己
、
誉
職
、
寄
ミ
§
騎

　
隷
繕
謹
§
卜
。
ミ
恥
ミ
N
冒
護
Φ
噂
ω
食
。
ぎ
。
瓢
織
剛
8
霞
・
お
Q
。
P

⑭
ρ
冨
じ
σ
。
器
号
ρ
あ
g
ミ
参
物
ミ
ミ
蹄
§
鴇
ミ
き
ミ
、
勢
ミ
ミ
ミ
題
§

　
、
雨
ミ
愚
俺
ミ
、
勘
ミ
§
ミ
、
』
亀
◎
－
』
越
9
霊
甑
ω
噂
〉
門
雲
霞
臣
O
o
ぎ
・
｝
8
メ

⑮
↓
．
o
。
≧
N
鵠
鐸
卜
跨
ミ
ミ
尋
N
露
寒
ミ
縛
ミ
蚕
訂
ρ
Φ
魯
ρ
O
の
ω
貫
卜
。
O
O
9

⑯
ρ
ω
⊆
一
樹
卜
禽
簿
§
§
勉
魯
国
側
M
ミ
メ
S
鷺
ミ
営
註
ミ
“
ミ
鷺
養
§
駄
§
い
ミ
零

　
↓
、
魯
器
段
ミ
、
I
k
ミ
紅
野
貯
葺
ヵ
①
弓
Φ
。
・
■
℃
Q
幻
．
卜
⊃
O
｝
ρ

⑰
こ
の
視
点
は
、
ル
・
ブ
エ
デ
ク
が
次
の
論
考
で
展
開
し
て
い
る
。
ρ
［
①

　
じ
む
2
＆
①
ρ
み
㊦
ω
O
o
ヨ
9
ゆ
q
巴
Φ
ω
津
磐
O
毘
ω
Φ
。
・
α
Φ
ω
H
a
Φ
。
。
Φ
僅
諒
8
ぎ
ヨ
6
警

　
9
≦
農
Φ
・
．
の
Ω
〉
刃
三
国
匁
b
暗
（
）
ぎ
ミ
ミ
Q
§
始
、
き
帖
、
翁
鴇
春
§
ミ
愚
貸
N
郵

　
高
℃
誉
ミ
詮
§
魯
碁
閃
「
磐
0
8
拝
田
。
ω
叶
興
ヨ
p
⊃
戸
ト
の
母
①
・
℃
O
．
お
㎝
ム
①
ω
■

第
㎜
章
　
　
「
沿
岸
貿
易
8
σ
o
霊
σ
q
Φ
」
の
定
義
と
フ
ラ
ン
ス
船
の
活
動
範
囲

　
本
稿
で
用
い
て
い
る
「
沿
岸
貿
易
」
と
い
う
文
言
は
フ
ラ
ン
ス
語
の
。
普
o
B
ゆ
q
Φ
の
訳
語
で
あ
る
。
サ
ヴ
ァ
リ
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
『
商
業

辞
典
』
の
「
沿
岸
貿
易
」
に
関
す
る
説
明
は
、
一
八
世
紀
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
、
こ
の
文
言
が
ど
の
よ
う
に
定
義
さ
れ
て
い
た
か
を
示
し
て
い

る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
O
餌
び
。
け
霞
（
8
び
。
け
紹
Φ
の
動
詞
形
）
は
「
海
事
用
語
、
海
路
を
利
用
す
る
商
業
の
用
語
。
海
岸
に
沿
っ
て
港
か
ら
港
へ
航

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

海
す
る
こ
と
。
近
港
か
ら
近
港
へ
行
っ
て
お
こ
な
わ
れ
る
商
業
。
」
で
あ
る
。
こ
の
サ
ヴ
ァ
リ
に
よ
る
定
義
か
ら
、
｝
八
世
紀
フ
ラ
ン
ス
に
お

け
る
「
沿
岸
貿
易
」
に
つ
い
て
、
次
の
二
つ
の
こ
と
を
指
摘
で
き
る
。
第
一
に
、
「
沿
岸
貿
易
」
は
海
岸
に
沿
っ
て
行
わ
れ
る
航
海
を
示
し
、

国
境
を
ま
た
ぐ
か
否
か
に
つ
い
て
問
題
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
第
二
に
、
「
沿
岸
貿
易
」
と
い
う
言
葉
の
持
つ
意
味
の
大
き
さ
で
あ
る
。
こ

の
言
葉
は
沿
岸
に
位
置
す
る
手
間
で
行
わ
れ
る
航
海
と
商
業
、
そ
し
て
こ
れ
に
関
わ
る
船
舶
の
礒
装
に
至
る
ま
で
、
幅
広
い
活
動
を
含
ん
で
い

7　（7）



た
。
こ
れ
は
、
一
八
世
紀
に
お
い
て
フ
ラ
ン
ス
と
岡
様
に
海
洋
進
出
を
し
て
い
た
イ
ギ
リ
ス
と
の
大
き
な
違
い
で
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

装
・
航
海
に
関
わ
る
o
o
器
巨
ω
罠
b
宜
づ
α
q
と
商
業
に
関
わ
る
o
o
9
。
ω
胃
角
鍾
巴
Φ
は
明
確
に
区
別
さ
れ
て
い
た
。

イ

ギ
リ

ス

で
は

臓

8　（8）

第
一
節
　
航
海
に
関
す
る
法
的
分
類

　
ル
イ
一
四
世
の
も
と
で
財
務
総
監
を
務
め
た
コ
ル
ベ
ー
ル
は
沿
岸
民
や
港
湾
活
動
に
つ
い
て
把
握
し
、
制
度
化
し
よ
う
と
試
み
た
。
一
六
八

一
年
八
月
に
出
さ
れ
た
『
海
事
王
令
隔
で
は
、
こ
の
政
策
の
岬
環
と
し
て
船
舶
の
活
動
に
関
す
る
法
的
分
類
が
行
わ
れ
た
。
こ
の
言
書
に
お
い

て
、
王
権
は
フ
ラ
ン
ス
王
国
の
海
事
裁
判
所
で
登
録
さ
れ
る
航
海
を
「
遠
隔
地
へ
の
航
海
昌
p
・
＜
戯
豊
。
箒
磐
δ
昏
ひ
q
o
o
霞
ω
」
と
「
沿
岸
貿
易

＄
σ
o
＄
α
q
①
」
の
二
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
に
分
け
た
。
そ
の
際
、
ジ
ブ
ラ
ル
タ
ル
海
峡
が
「
遠
隔
地
へ
の
航
海
」
の
基
準
と
さ
れ
、
こ
の
海
峡
を
東
西
、

あ
る
い
は
南
北
に
越
え
て
行
わ
れ
る
も
の
は
「
遠
隔
地
へ
の
航
海
」
に
分
類
さ
れ
た
。

　
航
海
の
カ
テ
ゴ
リ
に
関
す
る
規
定
は
、
一
七
四
〇
年
一
〇
月
一
八
日
に
出
さ
れ
た
王
命
（
以
後
、
一
七
四
〇
年
王
令
）
に
お
い
て
よ
り
具
体
的

に
な
る
。
こ
の
王
令
は
、
特
に
「
小
沿
岸
貿
易
O
①
葺
。
呂
。
鐙
o
q
Φ
」
の
船
長
を
対
象
に
し
て
い
る
が
、
フ
ラ
ン
ス
王
国
の
港
で
登
録
さ
れ
た
船

舶
の
行
う
航
海
に
つ
い
て
全
て
具
体
的
に
示
し
て
い
る
。
以
下
、
一
七
六
六
年
に
『
一
六
八
一
年
八
月
の
海
事
王
令
に
関
す
る
新
し
い
注
釈
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

を
著
し
た
ヴ
ァ
ラ
ン
が
、
そ
の
中
に
収
録
し
た
一
七
四
〇
竜
王
令
を
分
析
し
て
み
よ
う
。

　
ま
ず
、
「
遠
隔
地
へ
の
航
海
」
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

遠
隔
地
へ
の
航
海
と
は
、
東
イ
ン
ド
、
西
イ
ン
ド
、
カ
ナ
ダ
、
ニ
ュ
ー
フ
ァ
ン
ド
ラ
ン
ド
、
グ
リ
ー
ン
ラ
ン
ド
、
南
ア
メ
リ
カ
の
島
々
、

島
、
カ
ナ
リ
ア
諸
島
、
マ
デ
ィ
ラ
、
そ
の
他
ジ
ブ
ラ
ル
タ
ル
海
峡
と
エ
ー
レ
ス
ン
ド
海
峡
を
越
え
る
全
て
の
場
所
へ
の
航
海
で
あ
る
。

ア
ゾ
ー
レ
ス
諸

つ
ま
り
「
遠
隔
地
へ
の
航
海
」
カ
テ
ゴ
リ
に
は
、
次
の
三
つ
の
種
類
の
航
海
が
含
ま
れ
て
い
る
。
第
一
に
、
大
西
洋
を
越
え
て
植
民
地
や
商



館
に
向
か
う
航
海
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
喜
望
峰
を
越
え
て
イ
ン
ド
洋
へ
向
か
う
船
舶
、
ア
フ
リ
カ
の
商
館
や
ア
ン
テ
ィ
ル
諸
島
、
仏
領
サ
ン

ー
ー
ド
マ
ン
グ
へ
向
か
う
船
舶
、
ニ
ュ
ー
フ
ァ
ン
ド
ラ
ン
ド
の
タ
ラ
漁
に
出
漁
す
る
船
舶
が
こ
れ
に
当
て
は
ま
る
。
第
二
に
、
フ
ラ
ン
ス
の
港
か

ら
出
港
し
、
エ
ー
レ
ス
ン
ド
海
峡
を
越
え
て
バ
ル
ト
海
に
達
す
る
航
海
で
あ
る
。
第
三
に
、
大
西
洋
側
の
港
を
出
港
し
、
ジ
ブ
ラ
ル
タ
ル
海
峡

を
越
え
て
地
中
海
に
向
か
う
航
海
、
あ
る
い
は
、
地
中
海
側
の
港
を
出
港
し
、
大
西
洋
側
の
港
に
達
す
る
航
海
で
あ
る
。

　
次
に
、
「
沿
岸
貿
易
」
カ
テ
ゴ
リ
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。
一
七
四
〇
君
王
令
は
、
「
沿
岸
貿
易
」
と
い
う
航
海
カ
テ
ゴ
リ
を
さ
ら
に
「
大
沿

岸
貿
易
o
q
鑓
巳
。
普
。
鼠
α
q
Φ
」
と
「
小
沿
岸
貿
易
」
の
二
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
に
分
類
し
、
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。

一八世紀フランスにおける沿岸貿易船の船長たち（君塚）

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
、
オ
ラ
ン
ダ
、
デ
ン
マ
ー
ク
、
ハ
ン
ブ
ル
ク
、
そ
の
他
工
ー
レ
ス
ン
ド
海
峡
ま
で
の
島
々
、
ス
ペ

イ
ン
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
、
そ
の
他
ジ
ブ
ラ
ル
タ
ル
海
峡
ま
で
の
金
て
の
地
域
へ
の
航
海
は
一
六
七
三
年
王
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
基
づ
い
て
大
沿
岸
貿
易
と

す
る
。
（
中
略
）
次
の
航
海
は
、
小
沿
岸
貿
易
と
み
な
す
。
ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
、
ノ
ル
マ
ン
デ
ィ
ー
、
ピ
カ
ル
デ
イ
、
フ
ラ
ン
ド
ル
の
港
か
ら
オ
ス
テ
ン
デ
、

ブ
リ
ュ
ー
ジ
ュ
、
ニ
ュ
ー
ポ
ー
ト
、
オ
ラ
ン
ダ
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
へ
の
航
海
。
ま
た
、
ギ
ュ
イ
エ
ン
ヌ
、
サ
ン
ト

ン
ジ
ュ
、
オ
ニ
ス
、
ポ
ワ
ト
ゥ
ー
の
港
を
出
港
し
た
船
舶
の
場
合
は
、
バ
イ
ヨ
ン
ヌ
か
ら
ダ
ン
ケ
ル
ク
ま
で
の
範
囲
に
あ
る
港
ま
で
の
航
海
で
あ
る
。
バ

イ
ヨ
ン
ヌ
と
サ
ン
ー
ー
ジ
ャ
ン
ー
ー
ド
ー
ー
リ
ュ
ズ
を
出
港
し
た
船
舶
に
つ
い
て
は
、
サ
ン
匹
セ
バ
ス
チ
ア
ン
、
コ
ロ
…
ニ
ュ
、
ダ
ン
ケ
ル
ク
ま
で
の
航
海
が
小

沿
岸
貿
易
で
あ
る
。
ま
た
、
プ
ロ
ヴ
ァ
ン
ス
地
方
や
ラ
ン
グ
ド
ッ
ク
地
方
の
港
を
出
港
し
た
船
は
、
そ
こ
か
ら
ク
ル
ー
ズ
岬
ま
で
の
航
海
が
小
沿
岸
貿
易

で
あ
る
。

　
要
す
る
に
、
大
西
洋
側
に
つ
い
て
言
え
ば
、
フ
ラ
ン
ス
の
港
を
出
港
し
て
エ
ー
レ
ス
ン
ド
海
峡
か
ら
ジ
ブ
ラ
ル
タ
ル
海
峡
の
範
囲
に
位
置
す

る
港
ま
で
の
航
海
が
「
沿
岸
貿
易
」
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
定
義
に
は
、
出
港
す
る
港
の
地
理
的
状
況
に
伴
う
問
題
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、

オ
ラ
ン
ダ
ま
で
向
か
う
航
海
に
つ
い
て
考
え
た
場
合
、
ダ
ン
ケ
ル
ク
を
出
港
し
た
船
と
バ
イ
ヨ
ン
ヌ
を
出
港
し
た
船
と
で
は
航
海
距
離
が
異
な

9　（9）



る
。
し
た
が
っ
て
、
出
港
地
か
ら
目
的
地
ま
で
の
距
離
を
考
慮
し
て
、
「
大
沿
岸
貿
易
」
と
「
小
沿
岸
貿
易
」
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
が
設
定
さ
れ

た
の
で
あ
る
。

　
一
八
世
紀
フ
ラ
ン
ス
の
海
に
関
わ
る
制
度
に
お
い
て
、
「
遠
隔
地
へ
の
航
海
」
「
大
沿
岸
貿
易
」
「
小
沿
岸
貿
易
」
の
三
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
が
存

在
し
た
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
航
海
の
カ
テ
ゴ
リ
の
違
い
は
、
港
に
お
け
る
課
税
額
と
取
得
で
き
る
船
長
資
格
の
種
類
に
関
係
し
て
い
る
。
出
港

許
可
証
の
取
得
時
に
か
か
る
税
は
、
目
的
と
目
的
地
に
よ
っ
て
区
別
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
、
「
遠
隔
地
へ
の
航
海
」
カ
テ
ゴ
リ
で
最
も

高
く
、
「
小
沿
岸
貿
易
」
カ
テ
ゴ
リ
で
安
く
設
定
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
船
長
と
し
て
乗
船
す
る
た
め
に
は
船
長
資
格
を

取
得
す
る
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
た
が
、
そ
の
取
得
条
件
が
「
遠
隔
地
へ
の
航
海
」
「
大
沿
岸
貿
易
」
「
小
沿
岸
貿
易
」
で
異
な
っ
て
い
た
。

10 （10）

第
一
一
節
　
一
八
世
紀
に
お
け
る
沿
岸
貿
易
の
重
要
性

　
｝
七
四
三
年
に
『
海
軍
と
商
業
に
関
す
る
試
論
』
を
著
し
た
デ
ラ
ン
ド
に
よ
れ
ば
、
～
八
世
紀
フ
ラ
ン
ス
で
海
を
渡
っ
て
行
わ
れ
た
貿
易
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

次
の
三
種
類
に
分
類
で
き
る
。
第
一
の
セ
ク
タ
ー
と
し
て
、
植
民
地
貿
易
が
あ
り
、
カ
リ
ブ
海
の
ア
ン
テ
ィ
ル
諸
島
と
の
貿
易
や
イ
ン
ド
会
社

の
活
動
が
こ
れ
に
あ
た
る
。
第
二
の
セ
ク
タ
ー
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
他
の
国
々
と
の
間
で
行
わ
れ
る
交
易
で
あ
り
、
農
産
物
や
工
業
製
品
の
商

取
引
で
あ
る
。
最
後
に
、
デ
ラ
ン
ド
が
「
沿
岸
貿
易
o
p
げ
。
蜜
α
q
①
」
と
呼
ぶ
、
フ
ラ
ン
ス
王
国
内
の
沿
岸
に
位
正
す
る
地
域
ど
う
し
の
交
易
が

あ
る
。
海
を
利
用
し
た
活
動
の
中
で
も
沿
岸
貿
易
は
、
海
に
面
し
た
地
域
問
で
行
わ
れ
る
原
初
的
か
つ
伝
統
的
な
交
易
形
態
で
あ
り
、
日
用
品

や
奢
修
晶
の
輸
送
の
た
め
に
必
要
不
可
欠
な
も
の
で
あ
っ
た
。
デ
ラ
ン
ド
が
沿
岸
貿
易
と
し
た
も
の
は
、
「
小
沿
岸
貿
易
」
の
航
海
範
囲
と
重

な
る
部
分
が
大
き
い
。
こ
の
よ
う
に
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
海
を
渡
っ
て
行
わ
れ
た
貿
易
の
セ
ク
タ
ー
は
、
一
七
四
〇
年
王
立
に
示
さ
れ
た
航

海
の
カ
テ
ゴ
リ
に
部
分
的
に
対
応
し
て
い
た
。

　
七
一
は
、
ギ
ュ
イ
エ
ン
ヌ
海
事
裁
判
所
に
登
録
さ
れ
た
出
港
許
可
証
か
ら
行
わ
れ
た
ビ
ュ
テ
ル
の
統
計
に
基
づ
き
、
一
八
世
紀
ボ
ル
ド
ー
か

ら
出
港
し
た
船
舶
の
従
事
し
た
貿
易
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
分
類
は
ビ
ュ
テ
ル
の
も
の
に
従
い
、
基
本
的
に
は
年
ご
と
の
集
計
だ
が
、
一
七



一八世紀フランスにおける沿岸貿易船の船長たち（君塚）

ヨーロッパ内貿易 植民地貿易 地域問沿岸貿易 漁業　　　合計

1715 57．000もx 5，000tx 16．000tx 78，0GO　tx

96 73．07 6．42 20．51

1720－1724 79，000tx 9，0GO　tx 52，000tx 140，000tx

96 56．42 6．44 37．1褄

1745 64，861tx 15，969tx 42，393tx 745tx 圭23，968tx

％ 52．33 12．88 34．19 0．60

1773 10婆，000匙x 52，000tx 55，000tx 2三1、000宅x

％ 49．28 24．66 26．06

玉782－1787 124，000tx 78，000tx 53，000tx 255，0∞tx

96 48．42 30．72 20．86

Source　：　P．　Butel，　Les　ne’ №盾モ奄≠獅狽刀@bordelais．　p．　17．

　　　　表一　ボルドーを出港した船舶の従事した貿易

二
〇
年
か
ら
一
七
二
四
年
と
一
七
八
一
一
年
か
ら
一
七
八
七
年
に
つ
い
て
は
平
均
値
を
示
し

て
い
る
。
ボ
ル
ド
ー
は
ギ
ュ
イ
エ
ン
ヌ
地
方
に
位
置
す
る
の
で
、
一
七
四
〇
年
王
令
に
従

え
ば
、
ボ
ル
ド
ー
を
出
港
し
た
船
舶
の
う
ち
、
ダ
ン
ケ
ル
ク
か
ら
バ
イ
ヨ
ン
ヌ
ま
で
の
範

囲
内
に
位
置
す
る
港
へ
向
か
っ
た
も
の
は
「
小
沿
岸
貿
易
」
の
た
め
の
出
港
許
可
証
を
申

請
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
地
域
間
沿
岸
貿
易
と
は
、
「
小
沿
岸
貿
易
」
カ
テ
ゴ
リ
で

活
動
す
る
船
長
に
よ
っ
て
実
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
内
貿
易
に
分
類
さ
れ

た
も
の
に
は
、
エ
ー
レ
ス
ン
ド
海
峡
を
越
え
て
グ
ダ
ニ
ス
ク
や
リ
ガ
、
サ
ン
ク
ト
目
ペ
テ

ル
ブ
ル
ク
へ
と
向
か
っ
た
も
の
も
含
ま
れ
て
い
る
の
で
、
「
大
沿
岸
貿
易
」
だ
け
で
な
く

「
遠
隔
地
へ
の
航
海
」
の
た
め
の
出
航
許
可
証
を
申
請
し
た
船
長
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
も

の
も
含
む
。
最
後
に
、
植
民
地
貿
易
は
、
大
西
洋
を
越
え
て
行
わ
れ
た
航
海
、
貿
易
の
み

の
数
値
で
あ
る
。

　
ま
ず
、
～
七
四
五
年
か
ら
一
八
世
紀
宋
に
か
け
て
、
植
民
地
貿
易
が
他
の
領
域
に
比
べ

て
大
き
く
成
長
し
た
こ
と
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
実
際
に
、
全
体
に
占
め
る
割
合

を
見
れ
ば
、
植
民
地
貿
易
は
一
七
い
五
年
の
六
・
四
二
％
か
ら
三
〇
・
七
二
％
ま
で
増
加
し

て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
内
貿
易
は
七
三
・
〇
七
％
か
ら
四
八
・
四
二
％
に
低

下
し
、
地
域
間
沿
岸
貿
易
も
一
七
二
四
年
以
降
減
少
傾
向
に
あ
る
。
と
は
い
え
、
こ
の
数

字
は
、
次
の
点
か
ら
相
対
化
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
第
一
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
内
貿
易
も
地

域
間
沿
岸
貿
易
も
割
合
で
は
な
く
出
港
し
た
船
の
ト
ン
数
を
見
れ
ば
、
一
八
世
紀
前
半
に

比
べ
て
一
八
世
紀
末
に
は
増
加
し
て
い
る
。
次
に
、
ビ
ュ
テ
ル
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、

11　（l！）



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

植
民
地
貿
易
に
よ
っ
て
輸
入
さ
れ
た
商
品
は
ボ
ル
ド
ー
か
ら
オ
ラ
ン
ダ
や
ハ
ン
ブ
ル
ク
な
ど
に
再
輸
出
さ
れ
た
。
一
七
四
五
年
以
降
の
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
内
貿
易
に
向
か
う
船
舶
数
の
増
加
は
、
明
ら
か
に
こ
の
事
実
を
反
映
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
「
沿
岸
貿
易
」
部
門
は
決
し
て
衰
退
し

た
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
植
民
地
貿
易
の
発
展
に
と
も
な
っ
て
成
長
し
た
。
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
貿
易
セ
ク
タ
ー
は
互
い
に
関
係
し
て
い
た

の
で
あ
り
、
「
沿
岸
貿
易
」
は
、
一
八
世
紀
を
通
じ
て
「
海
上
貿
易
で
成
功
を
収
め
る
鍵
の
一
つ
で
あ
り
、
沿
岸
社
会
に
お
け
る
経
済
活
動
の

　
　
⑥

呼
吸
器
」
で
あ
り
続
け
た
の
で
あ
る
。

12 （12）

第
三
節
　
フ
ラ
ン
ス
船
の
活
動
す
る
カ
テ
ゴ
リ

　
と
こ
ろ
で
、
「
遠
隔
地
へ
の
航
海
」
「
大
沿
岸
貿
易
」
「
小
沿
岸
貿
易
」
の
三
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
で
実
際
に
活
動
し
た
船
舶
に
目
を
向
け
る
と
、

興
味
深
い
違
い
を
確
認
で
き
る
。
「
遠
隔
地
へ
の
航
海
」
の
カ
テ
ゴ
リ
の
う
ち
植
民
地
へ
向
か
う
航
海
は
、
国
王
に
よ
っ
て
特
権
を
与
え
ら
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

た
イ
ン
ド
会
社
、
あ
る
い
は
「
排
他
性
」
と
い
う
特
権
的
政
策
の
も
と
で
、
フ
ラ
ン
ス
船
に
よ
っ
て
独
占
さ
れ
た
。
「
特
権
」
に
よ
る
保
護
と

い
う
枠
組
み
の
外
で
、
船
舶
の
運
用
が
行
わ
れ
た
の
は
、
「
大
沿
岸
貿
易
」
「
小
沿
岸
貿
易
」
の
カ
テ
ゴ
リ
に
属
す
る
航
海
で
あ
り
、
海
を
め
ぐ

る
国
際
的
状
況
や
沿
岸
に
住
む
人
々
の
伝
統
、
労
働
市
場
の
変
化
に
よ
っ
て
担
い
乎
が
決
ま
っ
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
内
貿
易
に
従
事
し
た
沿
岸
貿

易
船
を
例
と
し
て
フ
ラ
ン
ス
船
と
外
国
船
の
関
係
を
考
え
て
み
よ
う
。

　
沿
岸
貿
易
の
う
ち
フ
ラ
ン
ス
国
外
か
ら
北
海
・
バ
ル
ト
海
に
向
か
う
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
内
沿
岸
貿
易
は
、
オ
ラ
ン
ダ
の
海
運
業
者
に
よ
っ
て
担
わ

れ
た
。
そ
の
原
因
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
が
、
一
七
世
紀
初
頭
か
ら
オ
ラ
ン
ダ
船
の
大
型
化
が
す
す
み
、
コ
ス
ト
ダ
ウ
ン
が
達
成
さ
れ
た
と
い

う
点
で
あ
る
。
輸
送
コ
ス
ト
に
関
わ
る
競
争
に
さ
ら
さ
れ
て
、
フ
ラ
ン
ス
の
海
運
業
者
た
ち
は
徐
々
に
バ
ル
ト
海
貿
易
の
領
域
か
ら
後
退
す
る
。

一
七
世
紀
半
ば
に
財
務
総
監
を
務
め
た
コ
ル
ベ
ー
ル
は
、
植
民
地
貿
易
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
内
沿
岸
貿
易
と
を
結
び
つ
け
る
必
要
性
に
い
ち
早
く
気

づ
き
、
一
六
六
九
年
に
は
フ
ラ
ン
ス
北
方
会
社
を
設
立
し
て
フ
ラ
ン
ス
船
を
バ
ル
ト
海
へ
送
り
込
も
う
と
試
み
る
が
、
成
功
し
な
か
っ
た
。
そ

し
て
、
一
八
世
紀
初
め
ま
で
に
、
フ
ラ
ン
ス
船
は
バ
ル
ト
海
貿
易
の
領
域
か
ら
撤
退
す
る
に
至
っ
た
。
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そ
の
後
、
少
な
く
と
も
一
七
八
八
年
目
で
、
フ
ラ
ン
ス
船
は
北
海
や
バ
ル
ト
海
へ
向
か
う
貿
易
に
ほ
と
ん
ど
参
加
し
な
か
っ
た
。
一
七
六
〇

年
代
末
、
エ
ー
レ
ス
ン
ド
海
峡
を
越
え
て
バ
ル
ト
海
に
入
っ
た
オ
ラ
ン
ダ
船
が
＝
一
〇
〇
隻
だ
っ
た
の
に
対
し
、
フ
ラ
ン
ス
船
は
た
っ
た
の
六

　
　
　
⑧

隻
だ
っ
た
。
戦
時
期
は
、
も
っ
と
少
な
く
、
七
年
戦
争
期
に
エ
ー
レ
ス
ン
ド
海
峡
を
越
え
た
フ
ラ
ン
ス
船
は
　
隻
だ
け
だ
っ
た
。
バ
ル
ト
海
貿

易
に
限
っ
て
み
れ
ば
、
一
七
八
七
年
に
フ
ラ
ン
ス
と
ロ
シ
ア
の
間
で
結
ば
れ
た
商
業
条
約
に
よ
り
、
フ
ラ
ン
ス
船
の
積
極
的
参
加
が
見
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
。
実
際
に
、
一
七
八
八
年
か
ら
九
〇
年
に
か
け
て
一
四
八
隻
の
フ
ラ
ン
ス
船
が
エ
ー
レ
ス
ン
ド
海
峡
を
東
に
越
え
た
。
し
か
し

な
が
ら
、
プ
ル
シ
ャ
ス
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
同
じ
時
期
、
二
七
一
八
隻
の
オ
ラ
ン
ダ
船
、
五
二
七
三
隻
の
イ
ギ
リ
ス
船
が
バ
ル
ト
海
貿
易
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

参
加
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
一
八
世
紀
末
に
お
い
て
も
バ
ル
ト
海
貿
易
の
担
い
手
は
オ
ラ
ン
ダ
や
イ
ギ
リ
ス
の
船
舶
だ
っ
た
。
例
外
的
に
、
ブ

リ
ュ
ー
ジ
ュ
と
の
貿
易
は
フ
ラ
ン
ス
船
に
よ
っ
て
実
行
さ
れ
た
。
例
え
ば
、
一
七
七
二
年
に
ブ
リ
ュ
ー
ジ
ュ
に
向
け
て
ナ
ン
ト
を
出
港
し
た
船

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

の
う
ち
約
二
七
・
五
％
が
フ
ラ
ン
ス
の
港
で
議
装
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
。

　
こ
れ
に
対
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
内
沿
岸
貿
易
で
も
大
西
洋
を
南
に
向
か
う
イ
ベ
リ
ア
半
島
と
の
貿
易
は
、
フ
ラ
ン
ス
船
に
よ
っ
て
実
行
さ
れ
た
。

た
と
え
ば
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
リ
ス
ボ
ン
と
の
貿
易
で
は
、
ナ
ン
ト
で
礒
装
さ
れ
た
沿
岸
貿
易
船
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
。
一
七
七
二
年
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

ナ
ン
ト
か
ら
リ
ス
ボ
ン
に
向
か
っ
た
船
の
う
ち
約
七
九
・
三
％
が
ナ
ン
ト
の
沿
岸
貿
易
船
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
同
様
に
、
対
ス
ペ
イ
ン
貿
易
に
も
、
フ
ラ
ン
ス
船
が
積
極
的
に
参
加
し
た
。
特
に
、
ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
北
部
に
位
置
す
る
サ
ン
雛
マ
ロ
は
、
カ

デ
ィ
ス
に
ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
織
と
呼
ば
れ
る
麻
織
物
を
輸
出
す
る
た
め
に
船
を
出
し
た
。
一
七
世
紀
の
カ
デ
ィ
ス
は
、
ス
ペ
イ
ン
領
ア
メ
リ
カ
植

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

民
地
貿
易
の
拠
点
と
な
っ
て
い
た
が
、
フ
ラ
ン
ス
は
ア
メ
リ
カ
植
民
地
向
け
商
品
の
約
三
九
％
を
供
給
し
て
い
た
。
こ
の
ア
メ
リ
カ
向
け
商
品

の
中
で
最
も
重
要
な
も
の
の
一
つ
が
、
ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
産
麻
織
物
だ
っ
た
。
ま
た
、
ス
ペ
イ
ン
の
ア
ン
ダ
ル
シ
ア
地
方
は
、
ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
織

の
消
費
市
場
で
あ
り
続
け
、
そ
の
結
果
、
｝
八
世
紀
に
入
っ
て
カ
デ
ィ
ス
貿
易
が
衰
退
し
た
後
も
、
サ
ン
目
マ
ロ
の
船
乗
り
は
、
対
ス
ペ
イ
ン

　
　
　
　
　
　
⑬

貿
易
を
継
続
し
た
。

　
バ
イ
ヨ
ン
ヌ
は
、
別
の
事
例
を
提
供
す
る
。
一
八
世
紀
の
バ
イ
ヨ
ン
ヌ
は
沿
岸
貿
易
を
主
要
な
活
動
領
域
と
し
て
お
り
、
一
七
三
〇
年
か
ら

13　（13）



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

㎝
七
六
三
コ
口
で
に
こ
の
港
で
行
わ
れ
た
事
前
行
為
の
う
ち
約
八
○
％
が
沿
岸
貿
易
に
向
け
ら
れ
た
。
ポ
ン
チ
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
バ
イ
ヨ
ン

ヌ
の
主
要
な
貿
易
相
手
は
ス
ペ
イ
ン
で
あ
り
、
一
七
一
八
年
の
バ
イ
ヨ
ン
ヌ
に
お
け
る
輸
入
額
の
約
七
六
％
、
輸
出
額
の
約
六
四
％
を
ス
ペ
イ

　
　
　
　
⑮

ン
が
占
め
た
。
ス
ペ
イ
ン
産
の
羊
毛
が
主
な
輸
入
品
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
に
加
え
て
フ
ラ
ン
ス
の
王
立
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
の
た
め
の
原
材

料
、
そ
し
て
新
大
陸
か
ら
持
ち
込
ま
れ
た
貴
金
属
、
特
に
ピ
ア
ス
ト
ル
銀
貨
が
輸
入
さ
れ
た
。
フ
ラ
ン
ス
側
か
ら
は
、
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア

で
生
産
さ
れ
た
工
業
製
品
が
バ
イ
ヨ
ン
ヌ
か
ら
輸
出
さ
れ
た
。
ス
ペ
イ
ン
と
の
貿
易
は
主
に
バ
ス
ク
地
方
と
の
間
で
行
わ
れ
、
し
た
が
っ
て
、

「
小
沿
岸
貿
易
」
の
カ
テ
ゴ
リ
に
属
し
た
。
～
七
五
八
年
か
ら
八
○
年
ま
で
に
バ
イ
ヨ
ン
ヌ
か
ら
ス
ペ
イ
ン
に
向
か
っ
た
船
舶
の
う
ち
、
約
工

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

八
・
五
％
が
サ
ン
目
セ
バ
ス
チ
ャ
ン
、
～
＝
一
％
が
ビ
ル
バ
オ
に
向
け
て
出
港
し
た
。
ス
ペ
イ
ン
と
の
間
で
行
わ
れ
た
「
小
沿
岸
貿
易
」
は
、
少

な
く
と
も
～
七
七
〇
年
ま
で
は
、
主
に
バ
イ
ヨ
ン
ヌ
の
船
に
よ
っ
て
実
行
さ
れ
た
。
～
七
八
○
年
代
に
な
る
と
、
バ
イ
ヨ
ン
ヌ
の
議
装
業
者
た

ち
は
、
沿
岸
貿
易
よ
り
も
タ
ラ
漁
に
出
資
す
る
よ
う
に
な
り
、
ス
ペ
イ
ン
と
の
沿
岸
貿
易
は
シ
ブ
ー
ル
な
ど
の
港
で
議
装
さ
れ
た
船
舶
が
バ
イ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

ヨ
ン
ヌ
船
に
代
わ
っ
て
沿
岸
貿
易
を
実
行
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
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第
二
章
　
航
海
す
る
海
域
と
船
長
の
出
身
地

一八世紀フランスにおける沿岸貿易船の船長たち（君塚）

　
海
に
出
て
仕
事
を
す
る
こ
と
が
海
罠
た
ち
の
生
業
だ
と
し
て
も
、
す
べ
て
の
下
民
が
船
長
を
経
験
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。
ボ
ル
ド
ー
の
植

民
地
貿
易
に
参
加
し
た
乗
組
員
と
船
長
に
関
す
る
ビ
ュ
テ
ル
の
研
究
デ
ー
タ
は
、
船
長
と
乗
組
員
の
リ
ク
ル
ー
ト
が
よ
り
複
雑
な
も
の
で
あ
っ

た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ビ
ュ
テ
ル
は
、
～
七
二
二
年
と
一
七
七
二
年
に
ボ
ル
ド
ー
で
植
民
地
貿
易
を
行
う
船
舶
に
乗
り
込
ん
だ
乗
組
員
に
つ

い
て
調
査
し
、
同
じ
ギ
ュ
イ
エ
ン
ヌ
海
事
裁
判
所
管
区
に
位
置
す
る
他
の
都
塵
出
身
者
に
比
べ
て
ボ
ル
ド
ー
出
身
の
船
乗
り
が
少
な
い
こ
と
を

　
　
　
①

指
摘
し
た
。
船
乗
り
の
供
給
源
と
な
っ
た
の
は
、
ガ
ロ
ン
ヌ
川
沿
い
に
位
置
す
る
村
落
や
サ
ン
ト
ン
ジ
ュ
地
方
な
ど
船
乗
り
の
多
い
地
域
で
あ

っ
た
。
ボ
ル
ド
ー
出
身
者
は
、
一
七
七
二
年
で
も
全
体
の
約
二
四
％
し
か
占
め
て
い
な
い
。
だ
が
、
そ
の
一
方
で
、
船
長
は
ボ
ル
ド
ー
出
身
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

が
全
体
の
約
六
一
％
を
占
め
た
。
つ
ま
り
、
植
民
地
貿
易
に
向
か
う
船
舶
の
船
長
と
乗
組
員
の
リ
ク
ル
ー
ト
先
が
異
な
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

こ
の
違
い
は
、
議
装
業
者
に
よ
る
選
択
に
起
因
す
る
の
だ
ろ
う
か
、
そ
れ
と
も
、
船
乗
り
た
ち
の
選
択
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、

ジ
ロ
ン
ド
川
や
ガ
ロ
ン
ヌ
川
の
沿
岸
に
住
む
船
乗
り
た
ち
は
、
ボ
ル
ド
ー
出
身
者
に
比
べ
て
沿
岸
貿
易
の
船
長
に
な
る
こ
と
を
望
む
傾
向
が
強

か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
本
章
で
は
、
誰
が
ど
の
よ
う
に
沿
岸
貿
易
の
船
長
に
な
る
の
か
を
考
え
な
が
ら
、
こ
の
問
い
か
け
に
答
え
る
試
み
を
す
る
。

第
一
節
《
0
暑
冨
∫
Φ
》
と
《
ζ
塾
δ
》

「
船
長
」
と
は
、
な
に
よ
り
も
ま
ず
、
一
五
八
四
年
の
海
事
裁
判
所
に
関
す
る
命
令
、
＝
ハ
八
一
年
『
海
事
年
令
』
に
よ
っ
て
明
確
に
定
め
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③

ら
れ
た
資
格
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
少
な
く
と
も
一
八
世
紀
に
お
い
て
、
船
長
資
格
を
与
え
ら
れ
て
い
な
い
者
が
船
舶
を
用
い
て
商
品
や
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

の
運
搬
を
行
う
こ
と
は
違
法
で
あ
っ
た
。

　
一
六
八
一
年
『
海
事
王
制
』
の
第
一
分
冊
第
一
部
は
、
海
軍
提
督
〉
田
竪
結
と
海
事
裁
判
所
〉
匡
類
響
Φ
の
役
割
に
つ
い
て
定
め
、
第
三
条

で
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。

16 （16）

海
軍
総
督
は
、
そ
の
権
限
に
よ
り
、
艦
船
く
島
。
奮
鶏
轟
の
「
船
長
」
た
ち
O
p
。
密
琶
器
ω
と
「
船
長
」
た
ち
ζ
餌
同
舛
Φ
ω
に
出
港
許
可
証
、
通
行
証
を
与
え
る

　
　
　
　
⑤

こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
、
「
艦
船
の
船
長
た
ち
ζ
鋤
目
舛
Φ
ω
α
①
ω
＜
鉱
ω
ω
＄
舞
」
と
い
う
注
釈
を
設
け
て
、
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

ζ
簿
同
期
Φ
は
大
西
洋
沿
岸
に
お
い
て
船
の
長
を
意
味
す
る
。
彼
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

に
お
い
て
は
、
O
帥
豆
け
蝉
ぎ
Φ
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。

地
中
海
で
は
、
℃
9
。
窪
。
⇒
と
呼
ば
れ
る
。
大
型
艦
船
お
よ
び
遼
隔
地
に
航
海
す
る
艦
船

　
日
本
語
に
訳
出
す
れ
ば
同
じ
「
船
長
」
と
い
う
言
葉
に
な
る
が
、
フ
ラ
ン
ス
語
で
は
、
。
鋤
覧
け
巴
希
と
ヨ
鋤
貯
Φ
と
い
う
異
な
る
文
言
で
表
現

さ
れ
、
し
か
も
そ
の
称
号
の
違
い
は
航
海
の
カ
テ
ゴ
リ
の
違
い
に
対
応
し
て
い
た
。
ヴ
ァ
ラ
ン
の
解
説
に
よ
れ
ば
、
「
○
巷
羅
ぎ
Φ
の
資
格
が
遠

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

隔
地
へ
の
航
海
を
行
う
商
船
の
船
長
に
、
ζ
鋤
同
霞
Φ
の
資
格
が
沿
岸
貿
易
船
の
船
長
に
」
与
え
ら
れ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
フ
ラ
ン
ス
王
国

内
の
海
事
活
動
に
つ
い
て
規
定
し
た
法
令
に
、
「
遠
隔
地
へ
の
航
海
」
の
た
め
の
船
長
、
ま
た
そ
れ
に
従
事
す
る
大
型
艦
船
の
た
め
の
船
長
は

0
巷
冨
冒
①
、
沿
岸
貿
易
の
船
長
は
ζ
9
同
實
Φ
と
明
確
に
区
別
さ
れ
て
表
記
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
実
際
に
は
、
沿
岸
貿
易
船
の
船
長
を
登
録
す
る
際
、
ζ
鋒
お
と
○
巷
冨
5
Φ
の
区
別
は
蒔
に
曖
昧
に
な
っ
た
。
た
と
え
ば
、
一
七



七
二
年
三
月
に
リ
ブ
ル
ヌ
で
議
装
さ
れ
た
サ
ン
聾
ジ
ャ
ン
ー
ー
バ
テ
ィ
ス
ト
十
一
〇
〇
ト
ン
の
船
長
ア
レ
ク
シ
ス
・
カ
ル
モ
ー
は
竃
餌
同
輩
Φ
と
表

記
さ
れ
、
同
じ
年
の
五
月
に
ボ
ル
ド
ー
で
礒
装
さ
れ
た
り
ー
ニ
ュ
・
ド
・
ヴ
ィ
と
い
う
一
〇
〇
ト
ン
の
船
の
船
長
ジ
ャ
ン
目
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・

ル
・
モ
追
山
は
、
0
鋤
讐
β
5
Φ
と
表
記
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
船
の
大
き
さ
に
関
わ
ら
ず
大
西
洋
を
越
え
て
遠
隔
地
に
向
か
う
船
長
を

ζ
鋤
貯
Φ
と
呼
ぶ
こ
と
は
決
し
て
な
か
っ
た
、
ま
た
、
「
小
沿
岸
貿
易
」
に
特
化
す
る
船
長
を
0
碧
凶
け
巴
降
Φ
と
呼
称
す
る
こ
と
も
な
か
っ
た
。

　
「
遠
隔
地
へ
の
航
海
」
、
「
大
沿
岸
貿
易
」
、
「
小
沿
岸
貿
易
」
の
違
い
が
よ
り
は
つ
き
り
現
れ
る
の
は
、
船
長
資
格
取
得
の
際
で
あ
る
。
船
長

資
格
を
得
る
条
件
と
し
て
、
一
六
八
一
年
の
『
海
事
王
令
』
は
、
次
の
よ
う
に
定
め
て
い
る
。

一一 ｪ世紀フランスにおける沿岸貿易船の船長たち（君塚）

五
年
間
の
航
海
と
航
海
試
験
を
経
な
け
れ
ば
、
船
の
○
鋤
豆
け
蝉
ぎ
①
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

海
事
裁
判
所
官
僚
、
水
理
学
教
師
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
。

ζ
爪
甲
再
Φ
、
　
℃
9
。
舛
o
p
の
資
格
を
得
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
航
海
試
験
は
、
二
人
の
船
長
、

　
こ
の
内
容
は
後
に
改
訂
さ
れ
、
一
七
二
五
年
八
月
一
五
日
の
レ
グ
ル
マ
ン
は
、
「
遠
隔
地
へ
の
航
海
」
の
船
長
と
「
大
沿
岸
貿
易
」
の
船
長

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

申
請
資
格
に
つ
い
て
、
申
請
ま
で
に
二
回
、
三
ヶ
月
以
上
フ
ラ
ン
ス
海
軍
の
軍
艦
に
乗
る
こ
と
を
義
務
づ
け
た
。
し
か
し
、
「
小
沿
岸
貿
易
」

の
船
長
に
つ
い
て
は
、
二
五
歳
以
上
か
つ
四
年
以
上
の
航
海
経
験
の
み
で
、
軍
艦
で
の
経
験
は
問
題
と
し
な
い
こ
と
を
決
定
し
た
。
ま
た
、
資

格
試
験
も
軽
減
さ
れ
、
「
小
沿
岸
貿
易
」
の
船
長
の
場
合
、
二
人
の
船
長
に
よ
る
口
頭
試
験
を
受
け
る
の
み
で
船
長
資
格
を
取
得
す
る
こ
と
が

で
き
た
。

　
と
は
い
え
、
実
際
に
は
、
「
小
沿
岸
貿
易
」
を
志
望
す
る
船
長
も
ア
ン
テ
ィ
ル
諸
島
へ
の
航
海
や
軍
艦
で
の
経
験
を
し
て
い
た
。
こ
れ
に
は

二
つ
の
理
由
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
一
つ
は
、
後
々
、
よ
り
大
規
模
な
航
海
に
参
加
し
よ
う
と
考
え
て
い
る
時
の
キ
ャ
リ
ア
の
問
題
で

あ
る
。
「
小
沿
岸
貿
易
」
に
満
足
せ
ず
、
「
大
沿
岸
貿
易
」
の
資
格
を
そ
の
後
取
得
し
よ
う
と
す
る
場
合
、
そ
の
条
件
を
満
た
し
て
お
く
必
要
が

あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
プ
ラ
サ
ッ
ク
の
船
乗
り
セ
バ
ス
チ
ア
ン
・
デ
ュ
テ
ィ
は
、
船
長
資
格
を
得
る
前
に
ア
ン
テ
イ
ル
諸
島
へ
向
か
う
船
で
乗
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⑩

組
員
と
し
て
働
き
、
一
七
六
六
年
に
「
小
沿
岸
貿
易
」
に
加
え
て
「
大
沿
岸
貿
易
」
の
船
長
資
格
も
取
得
し
た
。
こ
の
よ
う
な
事
例
は
、
ギ
ュ

イ
エ
ン
ヌ
地
方
だ
け
に
見
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
地
方
ヴ
ァ
ン
ヌ
海
事
裁
判
所
管
区
で
も
見
ら
れ
た
。
モ
ル
ビ
ア
ン
湾
に
浮

か
ぶ
ア
ル
ス
島
は
多
く
の
沿
岸
貿
易
船
長
を
輩
出
し
た
地
域
だ
が
、
一
七
三
〇
年
か
ら
一
七
五
一
一
年
に
「
小
沿
岸
貿
易
偏
船
長
資
格
を
獲
得
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

た
二
三
名
の
う
ち
八
名
が
後
に
「
大
沿
岸
貿
易
」
船
長
資
格
を
申
請
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
は
絶
対
的
理
由
で
は
な
く
、
た
と
え
ば
、

ポ
デ
ン
サ
ッ
ク
に
住
む
ピ
エ
ー
ル
・
カ
ッ
プ
は
、
下
級
船
員
と
し
て
ア
ン
テ
イ
ル
諸
島
ま
で
の
航
海
に
参
加
し
た
経
験
を
持
っ
て
い
た
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
へ
七
五
一
年
に
「
小
沿
岸
貿
易
」
の
船
長
資
格
を
取
得
し
、
そ
の
後
「
大
沿
岸
貿
易
」
船
長
の
資
格
申
請
を
し
な
か
っ
た
。
も
う

一
つ
の
理
由
は
、
ボ
ル
ド
ー
に
お
け
る
「
遠
隔
地
へ
の
航
海
」
の
た
め
の
船
員
需
要
に
あ
る
。
一
八
世
紀
に
お
け
る
ボ
ル
ド
ー
植
民
地
貿
易
の

成
長
に
よ
り
、
こ
の
都
市
に
は
、
ガ
ロ
ン
ヌ
、
ジ
ロ
ン
ド
川
流
域
か
ら
「
遠
隔
地
へ
の
航
海
」
に
参
加
す
る
多
く
の
船
乗
り
が
集
ま
っ
た
。
そ

し
て
、
そ
の
全
て
が
「
遠
隔
地
へ
の
航
海
」
の
た
め
の
船
長
に
な
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
中
に
は
「
小
沿
岸
貿
易
」
の
船
長
で
満
足
し
た
者
も

い
た
の
で
あ
る
。

第
二
節
　
船
長
志
望
者
の
希
望
活
動
海
域

　
表
工
は
、
一
七
五
～
年
か
ら
一
七
八
八
年
ま
で
に
、
ギ
ュ
イ
エ
ン
ヌ
海
事
裁
判
所
で
登
録
さ
れ
た
船
長
資
格
取
得
者
を
集
計
し
た
も
の
で
あ

る
。
こ
の
表
を
分
析
す
る
と
、
ま
ず
、
全
体
と
し
て
船
長
資
格
取
得
者
の
増
加
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
実
際
に
、
一
七
五
一
年
か
ら
一

七
五
五
年
に
お
い
て
九
六
人
だ
っ
た
船
長
資
格
取
得
者
の
数
は
、
一
七
六
五
年
か
ら
一
七
七
〇
年
で
約
二
倍
の
二
〇
三
入
、
一
七
八
四
年
か
ら

一
七
八
八
年
に
お
い
て
は
三
一
八
人
に
の
ぼ
っ
て
い
る
。
資
格
取
得
著
た
ち
の
動
機
の
一
つ
は
ボ
ル
ド
ー
に
お
け
る
港
湾
活
動
が
～
八
世
紀
を

通
じ
て
大
き
く
成
長
を
遂
げ
た
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
次
に
、
～
七
六
六
年
と
一
七
八
七
年
に
発
行
さ
れ
た
一
二
六
通
の
船
長
資
格
の
う
ち
、
最
も
多
い
の
は
「
遠
隔
地
へ
の
航
海
」
に
関
わ
る
も

の
で
あ
り
、
こ
れ
は
ボ
ル
ド
ー
が
一
八
世
紀
後
半
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
最
大
の
植
民
地
貿
易
港
で
あ
っ
た
事
実
を
反
映
し
て
い
る
。
特
に
、
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1

Ip　　’N・・lt’」・ヌ

1　　　　　　　ボルド
ぼ

ノ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ドルドー；ニュ川

　s
　　テツト・ド・ブツフ

　　　　　　　　　ガロンヌ川

一
－
ひ
一

。　4ekm

図　ギュイエンヌ海事裁判所管区の主要な港

1751－1755 1765－1770 1784－1788

居住地（海事裁判所管区） 遠隔地

f易
大二二

f易
小沿岸

f易
遠隔地

f易
大沿岸

f易
小沿岸

f易
遠隔地

f易
大沿岸

f易
小沿岸

f易

市内 22 4 2 89 3 3 171 4 8

ボルドー
市外 11 3 10 15 1 15 19 1 8

プライ 7 1 14 3 8 18 11 14 24

ラ・テット・ド・プッフ 0 1 4 0 2 7 1 0 10

リプルヌ 3 1 6 4 5 18 4 4 8

その他（フランス内） 5 Q 1 1Q 1 ⑪ 31 0 0

フランス国外 1 0 0 1 0 0 0 0 0

倉計 49 10 37 122 20 61 237 23 58

ボルドー管区における「市内」はボルドー市に居住する者，

に居住する者を示す。

Source　：　ADG　6B27－37，

「市外」はボルドー管区内の他の都市

表ニ　ギュイエンヌ海事裁判所における船長資格取得者
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～
七
六
六
年
か
ら
一
七
八
七
年
に
か
け
て
、
発
行
さ
れ
た
船
長
資
格
の
数
が
増
加
し
て
い
る
こ
と
は
、
革
命
前
に
お
け
る
ボ
ル
ド
ー
の
経
済
的

状
況
の
結
果
で
あ
り
、
か
つ
そ
の
原
動
力
で
あ
る
ア
ン
テ
イ
ル
諸
島
と
の
直
行
貿
易
の
た
め
の
船
舶
需
要
に
対
応
し
て
い
る
と
考
え
て
良
い
だ

ろ
う
。

　
「
大
沿
岸
貿
易
」
船
長
の
申
請
は
、
一
八
世
紀
を
通
じ
て
最
も
少
な
く
、
一
八
世
紀
末
で
も
わ
ず
か
二
三
件
で
あ
る
。
十
八
世
紀
宋
に
ボ
ル

ド
ー
が
大
き
く
発
展
し
た
こ
と
の
原
動
力
は
ア
ン
テ
ィ
ル
諸
島
か
ら
輸
入
し
た
熱
帯
産
品
を
オ
ラ
ン
ダ
や
ハ
ン
ブ
ル
ク
へ
再
輸
出
す
る
植
民
地

産
晶
の
再
輸
出
貿
易
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
「
蔵
す
る
と
、
大
沿
岸
貿
易
の
船
長
申
請
が
伸
び
悩
ん
で
い
る
の
は
矛
盾
し
て
い
る
よ
う
に

も
見
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
は
、
ボ
ル
ド
ー
の
対
立
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
貿
易
が
ボ
ル
ド
ー
に
移
住
し
た
オ
ラ
ン
ダ
や
ハ
ン
ブ
ル
ク
出
身
の
仲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

買
商
人
を
通
じ
て
行
わ
れ
る
受
動
貿
易
で
あ
っ
た
こ
と
を
反
映
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
仲
買
商
人
た
ち
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
船
で
は
な
く
オ

ラ
ン
ダ
や
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
、
ハ
ン
ブ
ル
ク
な
ど
で
議
装
さ
れ
た
船
舶
を
利
用
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
フ
ラ
ン
ス
船
の
需
要
は

相
対
的
に
少
な
く
、
ギ
ュ
イ
エ
ン
ヌ
地
方
の
人
々
は
積
極
的
に
「
大
沿
岸
貿
易
」
カ
テ
ゴ
リ
の
船
長
資
格
を
取
得
し
よ
う
と
し
な
か
っ
た
の
だ

ろ
う
。
「
小
沿
岸
貿
易
」
は
、
一
八
世
紀
半
ば
か
ら
後
半
に
か
け
て
増
加
す
る
傾
向
に
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
大
西
洋
沿
岸
に
お
け
る
港
湾
活
動

の
活
発
化
と
そ
れ
に
と
も
な
う
海
港
都
市
の
成
長
に
対
応
し
て
輸
送
業
者
の
需
要
が
増
加
し
た
こ
と
を
反
映
し
て
い
る
。
船
乗
り
た
ち
が
ど
の

領
域
の
船
長
に
な
る
こ
と
を
望
む
か
は
、
海
域
を
め
ぐ
る
経
済
活
動
の
盛
衰
だ
け
で
な
く
、
港
の
活
動
の
タ
イ
プ
を
反
映
し
た
船
舶
の
需
要
と

密
接
に
つ
な
が
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
船
長
資
格
を
詳
し
く
分
析
す
る
と
、
船
長
資
格
取
得
者
の
出
身
地
と
取
得
し
た
資
格
の
関
係
に
つ
い
て
興
味
深
い
関
係
を
見
つ
け
る

こ
と
が
で
き
る
。
ま
ず
、
「
遠
隔
地
へ
の
航
海
」
に
つ
い
て
言
え
ば
、
一
七
五
一
年
か
ら
一
七
五
五
年
に
「
遠
隔
地
へ
の
航
海
」
の
船
長
資
格

を
得
た
四
九
人
の
う
ち
六
名
が
ギ
ュ
イ
エ
ン
ヌ
地
方
外
部
の
出
身
者
で
あ
り
、
ア
メ
リ
カ
独
立
戦
争
後
の
一
七
八
四
年
か
ら
一
七
八
八
年
越
は
、

一一

齠�

ｵ
人
中
三
一
人
が
地
方
外
部
出
身
者
だ
っ
た
。
ボ
ル
ド
ー
管
区
に
限
定
す
る
と
、
ボ
ル
ド
ー
市
内
に
出
自
を
持
つ
船
長
候
補
者
が
最
も
多

く
、
そ
の
傾
向
は
一
八
世
紀
後
半
に
な
る
に
つ
れ
て
増
加
す
る
傾
向
に
あ
る
。
た
だ
、
そ
の
～
方
で
、
ボ
ル
ド
ー
市
外
部
か
ら
も
常
に
一
定
数
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の
船
乗
り
の
供
給
を
受
け
て
い
た
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
る
。
彼
ら
は
、
ガ
ロ
ン
ヌ
川
沿
い
の
小
さ
な
集
落
に
住
む
人
々
だ
っ
た
が
、
こ
れ
ら
の

集
落
は
川
船
や
「
小
沿
岸
貿
易
」
の
領
域
に
伝
統
的
に
船
乗
り
を
送
っ
て
い
た
。
～
八
世
紀
後
半
の
ボ
ル
ド
ー
に
お
け
る
植
民
地
貿
易
の
急
速

な
発
展
は
、
一
方
で
そ
の
た
め
の
航
海
に
関
わ
る
船
長
を
ボ
ル
ド
ー
に
集
中
さ
せ
、
他
方
で
ボ
ル
ド
ー
周
辺
の
船
乗
り
た
ち
に
、
よ
り
大
規
模

な
航
海
に
参
加
す
る
機
会
を
与
え
た
の
で
あ
る
。

　
沿
岸
貿
易
の
船
長
は
、
「
遠
隔
地
へ
の
航
海
」
と
異
な
り
、
プ
ラ
イ
や
ア
ル
カ
シ
ョ
ン
な
ど
ギ
ュ
イ
エ
ン
ヌ
地
方
内
出
身
者
に
よ
っ
て
占
め

ら
れ
た
。
地
方
外
部
出
身
者
は
一
七
五
一
年
か
ら
一
七
五
五
年
の
間
に
一
名
、
一
七
六
五
年
か
ら
一
七
七
〇
年
の
五
年
間
で
一
名
を
数
え
る
に

す
ぎ
な
い
。
ま
た
、
「
遠
隔
地
へ
の
航
海
」
の
船
長
資
格
を
得
た
人
々
の
多
く
が
ボ
ル
ド
ー
に
住
ん
で
い
た
の
に
対
し
、
沿
岸
貿
易
船
の
船
長

資
格
を
得
た
船
長
は
、
プ
ラ
イ
や
ア
ル
カ
シ
ョ
ン
の
よ
う
に
沿
岸
部
に
住
ん
で
い
た
。
特
に
、
プ
ラ
イ
管
区
は
船
乗
り
の
多
く
住
む
地
域
で
あ

り
、
～
八
世
紀
後
半
に
お
い
て
三
〇
五
人
の
船
乗
り
が
船
員
登
録
簿
に
記
録
さ
れ
て
い
る
。
彼
ら
の
多
く
は
「
小
沿
岸
貿
易
」
の
船
長
に
な
る

こ
と
を
望
ん
で
い
て
一
七
五
一
年
か
ら
～
七
五
五
年
ま
で
に
申
請
さ
れ
た
三
七
人
の
「
小
沿
岸
貿
易
」
船
長
の
う
ち
～
四
名
が
プ
ラ
イ
管
区
に

住
ん
で
い
た
。
～
八
世
紀
半
ば
以
降
、
プ
ラ
イ
管
区
の
船
長
た
ち
は
「
大
沿
岸
貿
易
」
に
属
す
る
領
域
に
も
進
出
し
、
～
七
八
四
年
か
ら
一
七

八
八
年
の
五
年
間
に
、
一
四
名
の
船
長
が
「
大
沿
岸
貿
易
」
の
船
長
と
し
て
登
録
さ
れ
て
い
る
。
「
小
沿
岸
貿
易
」
と
あ
わ
せ
て
三
八
名
の
船

長
を
送
り
出
し
、
一
八
世
紀
末
に
お
い
て
プ
ラ
イ
管
区
は
ギ
ュ
イ
エ
ン
ヌ
地
方
最
大
の
沿
岸
貿
易
船
長
の
供
給
源
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
ア
ル

カ
シ
ョ
ン
と
リ
ブ
ル
ヌ
の
船
乗
り
の
参
加
は
プ
ラ
イ
よ
り
も
控
え
め
だ
が
、
そ
れ
で
も
沿
岸
貿
易
を
主
な
活
動
領
域
と
し
て
い
た
。
特
に
ア
ル

カ
シ
ョ
ン
は
「
小
沿
岸
貿
易
」
に
特
化
し
続
け
た
。
こ
の
よ
う
に
、
沿
岸
貿
易
は
、
船
長
の
地
元
と
深
い
つ
な
が
り
が
あ
っ
た
。

　
も
と
も
と
海
に
出
る
こ
と
に
消
極
的
だ
っ
た
ボ
ル
ド
ー
の
人
々
は
、
植
民
地
貿
易
の
発
展
に
よ
っ
て
創
出
さ
れ
た
「
遠
隔
地
へ
の
航
海
」
に

向
か
う
新
た
な
労
働
市
場
に
参
加
し
た
。
他
方
で
、
河
川
交
通
や
沿
岸
貿
易
の
伝
統
が
あ
る
ガ
ロ
ン
ヌ
川
沿
い
に
位
置
す
る
市
外
の
村
落
や
ジ

ロ
ン
ド
川
沿
い
の
プ
ラ
イ
管
区
、
あ
る
い
は
ド
ル
ド
ー
ニ
ュ
川
沿
い
の
り
ブ
ル
ヌ
管
区
、
沿
岸
部
の
ア
ル
カ
シ
ョ
ン
管
区
出
身
者
に
「
小
沿
岸

貿
易
」
に
属
す
る
部
門
を
委
ね
た
の
で
あ
る
。
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職業 1750年 1776年

農業関係 23．1 19．2

手工業／商業 11．8 14．2

港湾関係職

i日雇い等）
7．4 9．8

家事労働 0．2 0．8

船乗り 54．8 53．7

役人 0．5 0．2

自由職業 0．6 0．4

軍隊 2．7 1．7

　Source：　Ph，　Zerathe，　Les　gens　de　mer

　　　　du　dtiPartement　maritime　de

　　　　Vannes，　p．　39．

表三　リアンテック，ポール＝ルイ

　　　教区で登録された船乗りの父

　　　親の職業（％）

第
三
節
　
沿
岸
貿
易
船
長
の
家
系

し
沿
岸
貿
易
に
特
化
し
た
船
長
家
系
の
存
在
を
明
ら
か
に
す
る
。

年
、
三
七
歳
で
沿
岸
貿
易
船
長
の
資
格
を
ヴ
ァ
ン
ヌ
海
事
裁
判
所
で
得
た
。
息
子
の
セ
バ
ス
チ
ア
ン
も
一
七
四
五
年
に
父
親
同
様
に
沿
岸
貿
易

の
船
長
資
格
を
ヴ
ァ
ン
ヌ
で
得
た
。
ま
た
、
同
じ
く
ヴ
ァ
ン
ヌ
海
事
裁
判
所
で
登
録
さ
れ
た
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
フ
ォ
ル
バ
ン
は
、
娘
を
ニ
コ
ラ
・

フ
ロ
ロ
と
結
婚
さ
せ
る
。
ニ
コ
ラ
は
ま
ず
フ
ラ
ン
ソ
ワ
の
船
で
乗
組
員
と
し
て
キ
ャ
リ
ア
を
つ
み
、
後
に
沿
岸
貿
易
船
長
の
資
格
を
得
た
。
つ

ま
り
将
来
の
婿
を
船
長
と
し
て
～
人
前
に
し
た
の
は
、
将
来
の
姑
と
な
る
フ
ラ
ン
ソ
ワ
で
あ
っ
た
。
フ
ラ
ン
ソ
ワ
の
息
子
エ
チ
エ
ン
ヌ
は
、
同

じ
く
沿
岸
貿
易
船
長
と
し
て
、
主
に
ナ
ン
ト
、
ボ
ル
ド
ー
、
サ
ン
ー
ー
セ
バ
ス
チ
ア
ン
の
問
で
活
動
し
た
。
ギ
ュ
イ
エ
ン
ヌ
地
方
プ
ラ
イ
管
区
プ

ラ
サ
ッ
ク
の
ク
リ
ス
ト
フ
・
パ
ン
シ
ョ
ー
と
そ
の
兄
弟
ジ
ョ
ゼ
フ
、
ジ
ャ
ン
は
と
も
に
沿
岸
貿
易
に
従
事
し
、
ク
リ
ス
ト
フ
の
息
子
ジ
ャ
ン
も

沿
岸
貿
易
船
の
船
長
を
務
め
て
い
る
。
彼
ら
の
航
海
は
、
基
本
的
に
「
小
沿
岸
貿
易
」
カ
テ
ゴ
リ
の
領
域
に
限
ら
れ
て
い
た
が
、
兄
弟
た
ち
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

間
で
少
し
ず
つ
違
い
が
あ
っ
た
。
ク
リ
ス
ト
フ
の
活
動
は
、
主
と
し
て
ボ
ル
ド
ー
と
ラ
・
ロ
シ
ェ
ル
、
あ
る
い
は
ロ
シ
ュ
フ
ォ
ー
ル
と
の
間
で

　
　
表
三
は
、
ゼ
ラ
ト
の
研
究
に
し
た
が
っ
て
作
成
し
た
、
ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ

　
地
方
ヴ
ァ
ン
ヌ
司
教
区
で
登
録
さ
れ
た
船
乗
り
の
父
親
の
職
業
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

　
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
ゼ
ラ
ト
が
調
査
対
象
と
し
た
り
ア
ン
テ
ッ
ク
、

　
ポ
ー
ル
腱
ル
イ
教
区
は
、
と
も
に
海
台
沿
い
に
位
置
し
て
い
る
。
こ
の
二

　
つ
の
教
区
で
船
乗
り
を
し
て
い
た
人
々
の
父
親
の
半
数
以
上
が
や
は
り
船

乗
り
で
あ
っ
た
。
こ
の
調
査
結
果
は
、
海
岸
沿
い
に
住
む
船
乗
り
の
多
く

　
が
、
数
世
代
に
わ
た
っ
て
同
じ
職
業
に
つ
い
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
　
沿
岸
貿
易
に
従
事
す
る
船
長
の
家
系
に
関
す
る
研
究
は
、
地
域
に
根
ざ

ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
地
方
出
身
の
セ
バ
ス
チ
ア
ン
・
ス
テ
フ
ァ
ニ
ー
は
一
七
二
〇

　
　
⑭
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一八世紀フランスにおける沿岸貿易船の船長たち（君塚）

商
品
輸
送
を
行
う
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
一
七
五
三
年
に
は
、
サ
ン
ロ
マ
ロ
に
ま
で
船
を
出
し
た
。
ジ
ョ
ゼ
フ
の
活
動
範
囲
は
、
ク
リ
ス
ト
フ
よ

り
広
く
、
ボ
ル
ド
ー
と
ナ
ン
ト
の
聞
を
往
復
し
て
い
る
。
ジ
ャ
ン
は
、
兄
弟
た
ち
の
中
で
最
も
遠
く
ま
で
船
を
出
し
て
お
り
、
ロ
シ
ュ
フ
ォ
ー

ル
や
ラ
・
ロ
シ
ェ
ル
に
加
え
て
、
ロ
リ
ア
ン
へ
の
商
品
輸
送
も
行
っ
た
。
パ
ン
シ
ョ
ー
一
族
は
、
一
八
世
紀
を
通
じ
て
沿
岸
貿
易
の
乗
組
員
登

録
簿
に
船
長
あ
る
い
は
船
員
と
し
て
現
れ
る
。
し
か
し
、
彼
ら
の
活
動
領
域
は
、
基
本
的
に
「
小
沿
岸
貿
易
」
に
属
す
る
領
域
に
限
定
さ
れ
て

い
て
、
北
海
や
バ
ル
ト
海
に
向
か
う
こ
と
は
な
か
っ
た
し
、
ア
ン
テ
ィ
ル
諸
島
へ
向
か
う
「
遠
隔
地
へ
の
航
海
」
の
船
長
資
格
を
申
請
す
る
こ

と
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
沿
岸
貿
易
に
関
わ
る
船
長
の
結
婚
は
、
基
本
的
に
地
域
的
内
婚
と
職
業
的
内
婚
の
原
則
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
た
。
た
と
え
ば
、
プ
ラ
サ
ッ
ク

の
沿
岸
貿
易
船
長
ク
リ
ス
ト
フ
・
パ
ン
シ
ョ
ー
の
妻
マ
リ
・
ラ
モ
ー
は
同
じ
く
沿
岸
貿
易
船
船
長
を
務
め
る
人
物
の
娘
で
あ
っ
た
。
ク
リ
ス
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

フ
の
娘
マ
リ
は
、
一
七
六
九
年
に
プ
ラ
サ
ッ
ク
に
住
む
イ
ザ
ッ
ク
・
デ
ュ
バ
ッ
ク
と
結
婚
す
る
が
、
イ
ザ
ッ
ク
は
、
一
七
六
七
年
に
「
大
沿
岸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

貿
易
」
の
船
長
資
格
を
獲
得
し
て
い
る
。
ク
リ
ス
ト
フ
の
妻
マ
リ
・
ラ
モ
ー
の
姉
妹
マ
リ
は
、
プ
ラ
サ
ッ
ク
の
沿
岸
貿
易
船
長
エ
マ
ニ
ュ
エ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

ル
・
ベ
ル
ジ
ェ
の
妻
で
あ
っ
た
。
エ
マ
ニ
ュ
エ
ル
・
ベ
ル
ジ
ェ
は
、
主
に
一
七
五
〇
年
代
に
お
い
て
、
三
八
ト
ン
の
船
を
所
有
し
、
ボ
ル
ド
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

と
ロ
リ
ア
ン
、
マ
ラ
ン
、
ナ
ン
ト
の
問
で
活
動
し
て
い
た
。
ク
リ
ス
ト
フ
の
別
の
娘
マ
ル
グ
リ
ッ
ト
は
、
一
七
七
二
年
に
メ
ド
ッ
ク
に
住
む
船

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

乗
り
レ
モ
ン
・
ブ
ラ
ン
シ
ャ
ー
ル
と
結
婚
し
、
プ
ラ
サ
ッ
ク
と
は
別
の
教
区
で
は
あ
る
が
海
運
業
に
携
わ
る
家
系
と
の
結
婚
を
続
け
た
。
レ
モ

ン
は
結
婚
当
時
ま
だ
船
長
資
格
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
が
、
レ
モ
ン
の
父
ジ
ャ
ン
・
ブ
ラ
ン
シ
ャ
ー
ル
は
、
門
小
沿
岸
貿
易
」
に
従
事
す
る
船

長
で
あ
っ
た
。

　
沿
岸
貿
易
船
長
の
中
に
は
、
船
長
と
は
別
の
職
種
の
家
系
か
ら
嫁
を
も
ら
う
者
も
い
た
。
ク
リ
ス
ト
フ
・
パ
ン
シ
ョ
ー
の
弟
ジ
ャ
ン
の
息
子

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

ジ
ャ
ン
は
、
…
七
七
三
年
に
カ
ト
リ
ー
ヌ
・
モ
ロ
ー
と
結
婚
す
る
。
こ
の
カ
ト
リ
ー
ヌ
の
父
親
は
商
人
で
あ
っ
た
が
、
プ
ラ
サ
ッ
ク
と
同
じ
管

区
の
プ
ラ
イ
で
活
動
し
て
い
た
。
ジ
ャ
ン
の
結
婚
は
職
業
的
内
婚
の
原
則
に
は
外
れ
る
も
の
の
、
同
じ
地
域
内
で
の
結
婚
の
原
則
に
は
反
し
て

い
な
か
っ
た
。
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船
長
た
ち
は
、
地
域
の
伝
統
や
労
働
市
場
の
状
況
に
あ
わ
せ
て
、
自
ら
が
ど
の
領
域
の
船
長
と
し
て
活
動
す
る
の
か
を
決
定
し
て
い
た
。
そ

し
て
、
そ
れ
は
、
血
縁
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

①
℃
■
じ
σ
耳
①
ド
ト
鶏
“
譜
ミ
§
冴
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。
ミ
§
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ミ
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b
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卜
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ρ

②
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さ
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N
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o
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感
蒔
た
だ
し
、

　
オ
ー
ス
ト
リ
ア
継
承
戦
争
時
に
お
い
て
一
時
的
に
例
外
的
措
概
が
な
さ
れ
た
。
王

　
権
は
、
フ
ラ
ン
ス
船
に
よ
る
私
掠
活
動
を
支
援
す
る
た
め
、
塗
装
業
者
た
ち
に
五

　
〇
ト
ン
以
下
の
私
掠
船
の
船
長
と
し
て
船
長
資
格
の
な
い
者
を
乗
船
さ
せ
る
こ
と

　
を
認
め
た
の
で
あ
る
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第
三
章
　
沿
岸
貿
易
船
長
の
職
務

第
一
節
船
　
の
　
準
備

海
上
で
の
活
動
が
陸
上
の
そ
れ
と
大
き
く
異
な
る
点
の
一
つ
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
船
を
必
要
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
船



一八世紀フランスにおける沿岸貿易船の船長たち（君塚）

長
と
し
て
活
動
す
る
た
め
に
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
、
船
を
準
備
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
船
長
に
は
二
つ
の
タ
イ
プ
が
あ
り
、
自
ら
船
主
と
な

っ
て
船
を
所
有
す
る
場
合
と
、
貿
易
商
人
な
ど
の
所
有
す
る
船
の
船
長
と
し
て
雇
わ
れ
る
ケ
ー
ス
と
が
あ
る
。
後
者
の
代
表
的
な
例
は
、
イ
ン

ド
会
社
の
所
有
す
る
船
舶
の
船
長
た
ち
で
あ
り
、
た
と
え
ば
イ
ヴ
・
ア
ン
リ
オ
と
い
う
ロ
リ
ア
ン
で
登
録
さ
れ
た
人
物
は
、
イ
ン
ド
会
社
の
た

め
に
沿
岸
貿
易
を
実
行
し
て
、
会
社
か
ら
報
酬
を
受
け
取
っ
た
。
船
長
が
自
ら
船
主
に
な
る
場
合
、
船
は
相
続
に
よ
っ
て
得
る
か
、
購
入
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
船
舶
の
所
有
に
は
、
単
独
所
有
の
場
合
と
複
数
人
が
協
同
で
所
有
す
る
キ
ラ
（
持
分
資
本
）
と
呼
ば
れ
る
方
法
が
あ
っ
た
。

た
と
え
ば
、
一
七
六
九
年
に
記
録
さ
れ
た
公
証
人
文
書
に
よ
れ
ば
、
ジ
ャ
ン
・
パ
ン
シ
ョ
ー
は
、
同
じ
く
プ
ラ
サ
ッ
ク
の
沿
岸
貿
易
船
長
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

イ
・
ロ
ワ
ラ
と
と
も
に
プ
ラ
サ
ッ
ク
の
商
人
エ
マ
ニ
ュ
エ
ル
・
キ
ュ
ニ
ョ
ー
か
ら
中
型
船
を
一
隻
購
入
し
、
共
同
所
有
者
と
な
っ
て
い
た
。
ま

た
、
ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
地
方
の
ヴ
ァ
ン
ヌ
海
事
裁
判
所
管
轄
区
で
は
、
こ
の
管
区
で
登
録
さ
れ
た
沿
岸
貿
易
に
従
事
す
る
船
舶
の
四
分
の
一
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

半
分
を
船
長
が
所
有
し
て
い
て
、
よ
り
分
割
所
有
の
傾
向
が
強
く
見
ら
れ
た
。
持
分
資
本
で
所
有
し
て
い
る
場
合
、
船
主
は
そ
の
持
分
に
応
じ

て
利
益
と
リ
ス
ク
を
分
配
し
た
。

　
表
記
は
、
一
七
六
四
年
掛
ボ
ル
ド
ー
の
ギ
ュ
イ
エ
ン
ヌ
海
事
裁
判
所
で
登
録
さ
れ
た
沿
岸
貿
易
船
の
船
主
を
集
計
し
た
も
の
で
あ
る
。
プ
ラ

イ
管
区
で
は
、
約
六
九
・
九
％
の
沿
岸
貿
易
船
が
船
長
に
よ
っ
て
所
有
さ
れ
て
い
た
。
プ
ラ
イ
管
区
の
住
民
は
、
沿
岸
貿
易
と
沿
岸
漁
業
の
伝

統
が
あ
り
、
船
長
が
船
主
で
あ
る
割
合
が
、
ギ
ュ
イ
エ
ン
ヌ
地
方
に
お
い
て
最
も
高
い
。
船
長
の
中
に
は
、
複
数
の
船
舶
の
船
主
に
な
っ
て
い

る
場
合
も
見
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
プ
ラ
イ
管
区
に
含
ま
れ
る
プ
ラ
サ
ッ
ク
の
船
長
ジ
ョ
ゼ
フ
・
パ
ン
シ
ョ
ー
は
、
自
ら
船
長
と
し
て
乗
り
込

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

む
船
と
、
親
類
に
あ
た
る
ギ
ヨ
ー
ム
が
船
長
を
務
め
る
船
の
二
隻
を
所
有
し
て
い
た
。
ア
ル
カ
シ
ョ
ン
管
区
で
は
、
現
役
の
船
長
は
ほ
と
ん
ど

船
主
に
な
ら
な
い
。
む
し
ろ
、
地
元
の
貿
易
商
人
や
小
売
商
が
船
舶
の
所
有
に
参
加
し
た
。
ま
た
、
か
つ
て
船
長
で
あ
っ
た
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
メ

イ
ニ
エ
の
よ
う
な
人
物
は
、
～
七
六
四
年
に
お
い
て
五
隻
の
沿
岸
貿
易
船
を
所
有
し
て
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
別
の
船
長
に
操
船
さ
せ
た
。
こ
う
し

た
、
船
舶
の
「
所
有
」
と
「
経
営
」
の
分
離
は
、
リ
ブ
ル
ヌ
管
区
で
も
見
ら
れ
た
。
た
と
え
ば
、
ブ
ル
グ
と
い
う
ジ
ロ
ン
ド
川
沿
い
に
位
置
す

る
港
町
出
身
で
沿
岸
貿
易
船
長
を
し
て
い
た
ジ
ャ
ン
・
セ
ネ
は
、
サ
ン
ー
ー
ル
イ
号
と
い
う
五
〇
ト
ン
の
中
型
船
の
船
主
だ
が
、
一
七
七
三
年
に
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1764年

管区 船長の単独

@所有
％

船長以外の

D主と共同

@所有

％

船長以外の

D主のみに

謔髀蒲L

％ 船主の合計

プライ 16 69．6 0 0 7 30．4 23

ボルドー 9 23ユ 5 ！2．8 25 64．1 39

アルカション 0 0 1 2．6 38 97．4 39

リブルヌ 5 4L7 0 0 7 58．3 12

Source　：　ADG　6B　583－584．

　　　　　表四　ギュイエンヌ海事裁判所に登録された船主（1764年）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

は
、
こ
の
船
の
船
長
を
ピ
エ
ー
ル
・
バ
ザ
ン
と
い
う
同
じ
く
ブ
ル
グ
出
身
の
人
物
に
任
せ
た
。

　
ボ
ル
ド
ー
管
区
で
議
装
さ
れ
た
沿
岸
貿
易
船
の
ケ
ー
ス
は
、
船
長
以
外
の
貿
易
商
人
や
小
売
商

が
多
く
参
加
し
て
い
る
点
で
ア
ル
カ
シ
ョ
ン
と
類
似
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
細
部
で
異
な

っ
て
い
る
。
最
も
大
き
な
違
い
は
、
出
資
者
た
ち
の
居
住
地
で
あ
り
、
シ
ャ
ロ
ン
ト
や
ノ
ル
マ
ン

デ
ィ
ー
に
ま
で
お
よ
ん
で
い
た
。
つ
ま
り
、
ボ
ル
ド
ー
に
お
け
る
沿
岸
貿
易
船
の
上
船
は
、
プ
ラ

イ
や
ア
ル
カ
シ
ョ
ン
な
ど
ギ
ュ
イ
エ
ン
ヌ
地
方
の
別
の
管
区
に
比
べ
て
よ
り
外
部
に
開
か
れ
て
い

た
の
で
あ
る
。

第
二
節
船
員
の
雇
用

　
船
の
準
備
を
終
え
た
な
ら
ば
、
船
を
動
か
す
船
員
を
雇
う
必
要
が
あ
る
。
海
事
王
令
第
二
巻
第

一
部
第
五
条
で
は
、
「
船
長
は
、
操
舵
士
や
船
頭
、
下
級
船
員
と
そ
の
仲
間
を
雇
い
、
船
舶
の
船

員
を
編
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
船
長
が
船
主
の
住
ん
で
い
る
地
に
い
る
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

き
、
船
主
と
の
合
意
の
う
え
で
な
さ
れ
る
。
」
と
定
め
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
船
長
は
、
船
員

を
雇
用
す
る
責
任
を
船
主
と
と
も
に
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
船
員
を
リ
ク
ル
ー
ト
す
る
最
も

オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
方
法
は
、
兄
弟
や
子
ど
も
な
ど
家
族
か
ら
選
ぶ
も
の
で
、
た
と
え
ば
、
プ
ラ

サ
ッ
ク
の
沿
岸
貿
易
船
長
ジ
ョ
ゼ
フ
・
パ
ン
シ
ョ
ー
は
、
息
子
を
乗
組
員
と
し
て
雇
っ
た
。
次
に
、

家
族
や
血
縁
者
以
外
か
ら
選
ぶ
場
合
、
ふ
つ
う
地
元
出
身
者
が
優
先
的
に
選
ば
れ
た
。
こ
れ
は
、

「
大
沿
岸
貿
易
」
、
「
小
沿
岸
貿
易
」
の
乗
組
員
に
共
に
見
ら
れ
る
傾
向
だ
が
、
特
に
「
小
沿
岸
貿

易
」
の
場
合
、
リ
ク
ル
ー
ト
さ
れ
る
乗
組
員
の
住
む
範
囲
が
教
区
レ
ヴ
ェ
ル
ま
で
狭
ま
っ
た
。
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～八世紀フランスにおける沿岸貿易船の船長たち（君’塚）

乗組員の居住地

ボルドー
リブルヌ プライ

ギュイエンヌ

@地方外
合計

ボルドー市内 市外
アルカション

市内 15 22 4 2 43

ボルドー
市外 17 5 1 23

アルカション 132 1 133

船
長
の
居
住
地

リブルヌ 37 1 38

プライ 2 3 78 5 88

ギュイエンヌ地方外 1 7 3 9 1 8 29

Source　：　ADG　6B　583－584．

　　　　　表五　ギュイエンヌ海事裁判所で登録された船員数（1764年）

　
船
主
の
居
住
地
と
船
長
の
居
住
地
が
離
れ
て
い
る
場
合
、
船
長
の
船
員
を
選
ぶ
と
き
の
影
響

力
は
よ
り
大
き
く
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
～
七
七
四
年
に
ボ
ル
ド
ー
で
議
装
さ
れ

た
パ
ト
リ
オ
ッ
ト
号
と
い
う
船
の
持
ち
主
は
ボ
ル
ド
ー
の
貿
易
商
人
デ
ク
ロ
ー
・
ド
・
ラ
・
コ

ス
ト
だ
が
、
船
長
は
ル
・
ア
ー
ヴ
ル
の
人
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
、
パ
ト
リ
オ
ッ
ト
号
の
船
員
は

船
長
を
含
む
九
入
の
ル
・
ア
ー
ヴ
ル
出
身
者
と
他
三
人
の
ノ
ル
マ
ン
デ
ィ
ー
地
方
出
身
者
、
ボ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

ル
ド
ー
周
辺
出
身
者
一
人
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
。
船
長
の
意
志
を
反
映
し
、
船
員
の
大
半
は
、

船
長
と
同
じ
ル
・
ア
ー
ヴ
ル
、
そ
し
て
ル
・
ア
ー
ヴ
ル
の
あ
る
ノ
ル
マ
ン
デ
ィ
ー
地
方
出
身
者

で
占
め
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
乗
組
員
の
編
成
が
決
定
さ
れ
る
と
、
船
長
は
船
員
登
録
簿
δ
｝
Φ
ω
＠
．
σ
ρ
巳
O
p
o
q
Φ
を
海
事
裁
判

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

所
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
提
出
さ
れ
た
登
録
簿
は
海
事
裁
判
所
で
登
録
さ
れ
る
。
そ

こ
に
は
、
船
舶
の
名
前
、
礒
装
さ
れ
た
港
、
船
主
の
名
前
の
他
に
、
乗
組
員
の
名
前
と
居
住
地
、

年
齢
が
書
か
れ
て
い
る
。
表
五
は
、
一
七
六
四
年
の
ギ
ュ
イ
エ
ン
ヌ
海
事
裁
判
所
で
登
録
さ
れ

た
船
員
登
録
簿
に
基
づ
い
て
、
沿
岸
貿
易
船
の
船
長
と
そ
の
船
員
を
集
計
し
た
も
の
で
あ
る
。

ボ
ル
ド
i
市
内
に
住
む
船
長
は
、
市
内
よ
り
も
市
外
に
住
む
船
乗
り
を
船
員
と
し
て
雇
う
傾
向

が
あ
る
。
こ
れ
は
、
ボ
ル
ド
ー
が
本
来
船
乗
り
の
都
市
で
は
な
く
、
水
上
輸
送
を
ガ
ロ
ン
ヌ
川

の
沿
岸
に
住
む
船
乗
り
に
依
存
し
て
い
た
事
実
を
反
映
す
る
。
実
際
に
、
ボ
ル
ド
i
市
外
に
住

む
船
長
は
、
ボ
ル
ド
ー
市
内
に
居
住
す
る
船
乗
り
を
雇
う
こ
と
な
く
、
市
外
に
住
む
船
乗
り
を

船
員
と
し
て
雇
っ
て
い
る
。
ア
ル
カ
シ
ョ
ン
管
区
、
リ
ブ
ル
ヌ
管
区
、
ブ
ラ
イ
管
区
の
船
長
は
、

基
本
的
に
同
じ
管
区
に
居
住
す
る
船
乗
り
を
船
員
と
し
て
雇
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
沿
岸
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海民登録簿に記録され

@　た下級船員

船貝登録籍に記録され

@　た下級船員

海民登録簿に記録され

@　た上級船員

人数 ％ 人数 9
6 人数 ％

プライ 92 23．3 9 4．3ユ 15 22．39

プラサック 213 53．9 24 11．48 3 4．48

ロック・ド・トー 0 0 111 53．11 35 52．24

ル・ヴィトレゼ 16 4．05 0 0 0 0

ミランボー 1 0．25 0 0 0 0

ポイヤック 30 7．59 27 12．92 11 16．41

サン・エステフ 25 6．32 38 18．18 3 4．48

グレ 12 3．03 0 0 0 0

ラマルク 1 0．25 0 0 0 0

マルゴー 5 1．26 0 0 0 0

合言十 395 100 209 100 67 100

Source　：　L，　Guilain．　Les　marins　de　1’estttaire　de　la　Gironde　au　XVff／U　sie’cle，　tome2，　annexe　p，　23，

　表六　18世紀後半のプライ管区で海員登録簿と船員登録簿に登録された船員数

貿
易
の
伝
統
が
な
い
ボ
ル
ド
ー
を
例
外
と
し
て
、
沿
岸
貿
易
船
の
船
員

は
、
原
則
と
し
て
、
船
長
と
同
じ
管
区
に
住
む
船
乗
り
に
よ
っ
て
構
成

さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
表
六
は
、
ギ
ラ
ン
に
よ
る
統
計
デ
ー
タ
に
基
づ
い
て
作
成
し
た
も
の

　
　
⑧

で
あ
る
。
ギ
ラ
ン
は
、
海
員
登
録
簿
力
Φ
α
q
蜂
お
B
鋤
巳
。
巳
①
と
船
員
登

録
簿
に
基
づ
き
、
「
八
世
紀
後
半
に
プ
ラ
イ
お
よ
び
ポ
イ
ヤ
ッ
ク
管
区

で
登
録
さ
れ
た
船
長
な
ど
の
上
級
船
員
と
そ
の
他
の
下
級
船
員
と
を
集

計
し
た
。
海
員
登
録
簿
は
海
員
徴
募
制
の
た
め
に
管
区
ご
と
に
作
成
さ

れ
た
記
録
で
あ
り
、
管
区
内
の
都
市
や
村
落
に
住
ん
で
い
る
下
級
船
員

と
上
級
船
員
の
数
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
に
対
し
、
船
員

登
録
簿
に
よ
る
集
計
は
、
管
区
内
で
二
三
さ
れ
た
船
に
下
級
船
員
と
し

て
乗
り
こ
ん
だ
船
乗
り
の
数
を
示
し
て
い
る
。

　
以
上
の
こ
と
を
念
頭
に
入
れ
つ
つ
、
こ
の
統
計
デ
ー
タ
を
分
析
し
よ

う
。
ま
ず
、
登
録
さ
れ
た
合
計
船
員
数
の
違
い
か
ら
次
の
二
点
を
指
摘

で
き
る
。
第
一
に
、
上
級
船
員
と
下
級
船
員
の
管
区
内
に
お
け
る
居
住

地
の
違
い
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
プ
ラ
イ
管
区
に
住
む
下
級
船
員
の
五

三
・
九
％
が
プ
ラ
サ
ッ
ク
に
住
ん
で
い
た
の
に
対
し
、
上
級
船
員
は
五

二
・
二
四
％
が
ロ
ッ
ク
・
ド
・
ト
ー
に
住
ん
で
い
た
。
ギ
ラ
ン
の
残
し

た
デ
ー
タ
は
時
系
列
に
よ
る
変
化
を
示
す
も
の
で
は
な
い
の
で
、
も
と
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も
と
プ
ラ
サ
ッ
ク
に
住
ん
で
い
た
下
級
船
員
が
上
級
船
員
と
な
っ
て
ロ
ッ
ク
・
ド
・
ト
ー
で
登
録
さ
れ
た
の
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
。
し
か

し
、
管
区
内
で
も
船
長
な
ど
の
上
級
船
員
は
下
級
船
員
と
は
別
の
場
所
に
住
む
傾
向
が
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
第
二
に
、
海
員
登
録

簿
に
登
録
さ
れ
た
上
級
船
員
数
と
船
員
登
録
簿
に
記
録
さ
れ
た
下
級
船
員
数
を
比
較
す
る
と
船
長
の
居
住
地
と
雇
わ
れ
た
下
級
船
員
の
居
住
地

は
ほ
ぼ
　
致
し
て
い
る
。
ロ
ッ
ク
・
ド
・
ト
ー
の
船
長
た
ち
は
、
ロ
ッ
ク
・
ド
・
ト
ー
で
船
に
乗
る
た
め
に
集
ま
っ
て
き
て
い
た
船
乗
り
を
そ

こ
で
雇
用
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

一八世紀フランスにおける沿岸貿易船の船長たち（君塚〉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
三
節
　
商
品
の
輸
送
と
給
料
の
支
払

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

　
航
海
中
の
船
長
は
、
船
と
積
荷
の
責
任
者
で
あ
っ
た
。
出
入
港
に
関
わ
る
行
政
的
な
手
続
き
は
、
船
長
に
よ
っ
て
海
事
裁
判
所
で
行
わ
れ
た
。

航
海
中
は
日
誌
を
つ
け
る
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
、
乗
組
員
の
日
用
品
や
船
舶
の
備
品
に
関
す
る
出
費
を
記
録
し
た
。
ま
た
、
海
難
事
故
の
際

に
は
、
必
要
に
応
じ
て
船
舶
や
積
荷
の
放
棄
、
船
舶
の
応
急
修
理
を
指
揮
し
た
。
こ
う
し
た
事
故
へ
の
対
応
に
か
か
る
費
用
は
、
ア
ヴ
ァ
リ
と

呼
ば
れ
、
目
的
地
に
着
い
た
と
き
に
積
荷
の
受
取
人
か
ら
船
長
に
支
払
わ
れ
た
。
た
と
え
ば
、
ジ
ャ
ン
・
シ
ュ
レ
は
、
一
七
五
二
年
に
ボ
ル

ド
ー
か
ら
イ
ン
ド
会
社
向
け
の
小
麦
を
ロ
リ
ア
ン
ま
で
運
ん
だ
が
、
途
中
、
悪
天
候
に
み
ま
わ
れ
、
サ
ブ
ル
ー
ー
ド
ー
ー
百
骸
ン
ヌ
と
ポ
ー
ル
n
ル

　
　
　
　
　
⑳

イ
に
寄
港
し
た
。
碇
や
帆
な
ど
船
舶
へ
の
ダ
メ
ー
ジ
に
加
え
、
沈
没
を
防
ぐ
た
め
に
捨
て
ら
れ
た
積
荷
、
海
事
裁
判
所
へ
の
申
告
手
数
料
な
ど

に
よ
り
、
合
計
一
、
○
八
一
リ
ー
ヴ
ル
の
ア
ヴ
ァ
リ
が
イ
ン
ド
会
社
か
ら
支
払
わ
れ
、
そ
の
う
ち
三
分
の
二
が
船
長
で
あ
る
シ
ュ
レ
に
払
わ
れ

た
。
船
が
ア
ク
シ
デ
ン
ト
に
見
舞
わ
れ
た
と
き
に
ど
の
よ
う
に
対
処
す
る
か
で
、
ア
ヴ
ァ
リ
の
金
額
も
変
化
し
、
そ
れ
は
そ
の
ま
ま
輸
送
コ
ス

ト
に
反
映
さ
れ
た
の
で
、
こ
う
し
た
場
合
に
対
処
す
る
能
力
も
船
長
に
と
っ
て
は
重
要
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
貿
易
商
人
た
ち
が
荷
主
や

議
装
業
者
と
し
て
傭
船
契
約
を
結
ぶ
際
に
は
、
船
長
が
ど
の
よ
う
な
評
判
を
得
て
い
る
か
注
意
し
て
い
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

　
沿
岸
貿
易
に
従
事
し
た
人
々
の
中
に
は
、
同
じ
商
品
の
輸
送
に
特
化
し
た
船
長
も
い
た
。
イ
ン
ド
会
社
の
工
廠
港
で
あ
っ
た
ロ
リ
ア
ン
は
多

く
の
木
材
を
必
要
と
し
、
国
外
で
は
バ
ル
ト
海
沿
岸
地
域
、
ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
地
方
の
森
林
地
帯
か
ら
供
給
を
受
け
た
。
ル
ド
ン
と
ナ
ン
ト
が
ブ
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ル
タ
ー
ニ
ュ
地
方
の
木
材
積
出
港
で
あ
っ
た
が
、
そ
こ
か
ら
ロ
リ
ア
ン
ま
で
の
輸
送
は
、
ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
半
島
南
岸
に
位
置
す
る
ル
イ
ス
半
島

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

出
身
の
船
長
た
ち
に
よ
っ
て
独
占
的
に
担
わ
れ
た
。
ア
ル
カ
シ
ョ
ン
で
議
装
さ
れ
た
ジ
ュ
ス
テ
ィ
ス
号
の
船
長
ジ
ャ
ン
・
ブ
ル
デ
ュ
は
、
一
七

八
七
年
二
月
＝
一
日
、
ラ
・
テ
ッ
ト
・
ド
・
ブ
ッ
フ
港
で
ラ
ン
ド
地
方
産
タ
ー
ル
を
積
み
、
バ
イ
ヨ
ン
ヌ
に
向
か
っ
た
。
同
じ
年
の
七
月
一
九

日
、
同
じ
商
品
を
積
ん
で
グ
ラ
ン
ヴ
イ
ル
に
向
け
て
ラ
・
テ
ッ
ト
・
ド
・
ブ
ッ
フ
を
出
港
し
た
。
ボ
ル
ド
ー
の
沿
岸
貿
易
船
長
ピ
エ
ー
ル
・
ポ

ワ
ロ
！
は
、
鉄
や
ス
レ
ー
ト
、
ナ
ラ
製
木
樽
の
輸
送
に
特
化
し
た
。
樽
は
ボ
ル
ド
ー
の
葡
萄
酒
生
産
者
、
葡
萄
酒
商
業
者
に
と
っ
て
不
可
欠
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

あ
り
、
特
に
需
要
が
あ
っ
た
。
ポ
ワ
ロ
ー
は
、
一
七
五
四
年
に
ボ
ル
ド
ー
と
ナ
ン
ト
の
間
を
常
に
同
じ
商
品
を
積
ん
で
五
往
復
し
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

　
一
七
四
三
年
王
令
に
よ
れ
ば
、
船
舶
乗
組
員
の
給
料
は
船
員
登
録
簿
が
登
録
さ
れ
た
港
に
戻
っ
た
際
に
、
船
長
に
よ
っ
て
支
払
わ
れ
た
。
つ

ま
り
、
船
長
は
乗
組
員
の
給
料
を
支
払
う
、
雇
い
人
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
乗
組
員
の
給
料
は
、
二
つ
の
方
法
で
支
払
わ
れ
た
。
一
つ
は
、

一
航
海
い
く
ら
で
契
約
す
る
方
法
で
あ
り
、
フ
ラ
ン
ス
語
で
・
豪
く
。
冨
跡
q
Φ
》
《
＜
○
冨
o
q
①
ω
窪
川
Φ
毎
①
耳
・
と
標
記
さ
れ
、
主
に
「
小
沿
岸
貿
易
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

の
範
囲
で
用
い
ら
れ
た
。
し
か
し
、
最
も
一
般
的
だ
っ
た
の
は
、
運
賃
の
一
部
を
給
料
に
捌
り
当
て
る
方
法
だ
っ
た
。
こ
の
方
法
は
、
ふ
つ
う
、

運
賃
の
三
分
の
二
が
船
主
、
そ
し
て
三
分
の
～
が
船
員
に
分
配
さ
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
船
長
の
取
り
分
は
シ
ャ
ポ
ー
と
呼
ば
れ
、
運

賃
の
一
一
％
か
ら
五
％
に
相
当
す
る
手
当
を
受
け
取
っ
た
。
シ
ャ
ポ
ー
は
運
賃
と
一
緒
に
計
算
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
く
、
商
品
受
取
人
に
送
ら

れ
た
送
り
状
の
よ
う
な
契
約
書
類
を
見
て
も
運
賃
に
つ
い
て
記
し
た
欄
の
横
に
「
二
％
の
シ
ャ
ポ
ー
を
含
む
」
の
よ
う
な
文
言
が
見
ら
れ
る
の

み
で
あ
る
。
一
七
五
二
年
、
ボ
ル
ド
ー
の
貿
易
商
人
ジ
ョ
ゼ
フ
・
セ
！
ジ
ュ
が
バ
ル
ク
船
サ
ン
ー
ー
ジ
ェ
ル
ヴ
ェ
の
船
長
ヨ
ア
キ
ム
・
フ
ラ
ヴ
ァ

ル
と
結
ん
だ
傭
船
契
約
に
は
、
五
〇
ト
ン
の
商
品
を
ボ
ル
ド
ー
か
ら
ロ
リ
ア
ン
に
運
び
、
運
賃
は
六
〇
〇
リ
ー
ヴ
ル
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
フ
ラ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

ヴ
ァ
ル
は
シ
ャ
ポ
ー
と
し
て
五
〇
リ
ー
ヴ
ル
を
報
酬
と
し
て
受
け
取
っ
た
と
い
う
内
容
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　
船
乗
り
の
給
料
は
、
運
賃
や
船
主
、
議
装
業
者
と
の
契
約
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
の
で
、
一
般
化
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
こ
こ
で
は
、
ゼ
ラ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

ト
に
よ
っ
て
研
究
さ
れ
た
ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
地
方
の
事
例
を
示
す
に
と
ど
め
よ
う
。
ゼ
ラ
ト
が
調
査
し
た
ヴ
ァ
ン
ヌ
司
教
区
で
は
、
船
員
は
運
賃

の
三
分
の
～
を
給
料
と
し
て
受
け
取
っ
た
。
運
賃
は
航
海
距
離
に
対
応
し
、
彼
ら
が
給
料
と
し
て
受
け
取
っ
た
金
額
は
、
ベ
ル
目
イ
ル
か
ら
ナ

30　（30）



一八世紀フランスにおける沿岸貿易船の船長たち（君塚）

ン
ト
に
向
か
う
場
合
六
リ
ー
ヴ
ル
か
ら
七
リ
ー
ヴ
ル
、
ラ
・
ロ
シ
ェ
ル
ま
で
向
か
う
場
合
一
ニ
リ
ー
ヴ
ル
か
ら
　
四
リ
ー
ヴ
ル
、

で
向
か
う
場
合
一
八
リ
ー
ヴ
ル
か
ら
二
〇
リ
ー
ヴ
ル
だ
っ
た
。

①
＞
O
Ω
ω
円
N
。
。
⑩
O
。
。
．
｝
七
六
九
年
三
月
二
九
日
督
促
状
。
ま
た
、
キ
ュ
ニ
ョ
ー

　
一
族
は
、
プ
ラ
サ
ッ
ク
の
沿
岸
貿
易
船
長
を
多
数
鷲
出
し
て
い
る
一
期
目
も
あ
っ

　
た
。
エ
マ
ニ
ュ
エ
ル
が
か
つ
て
船
長
と
し
て
海
に
出
て
い
た
か
ど
う
か
は
わ
か
ら

　
な
い
が
、
そ
の
可
能
性
は
十
分
に
あ
る
。

②
国
譲
締
ρ
↓
ミ
冨
ミ
§
恥
こ
嵩
黛
N
マ
翁
§
6
＆
。
搏
笥
氏
跨
層
ミ
騎
§
貯
ミ
§

　
§
卜
。
譜
ミ
§
※
§
『
鴇
腎
N
免
§
ミ
㌧
ミ
ミ
勘
§
鳴
こ
ミ
ミ
隷
噂
ζ
①
ω
8
「
一
g

　
塗
。
。
8
マ
①
み
臼
ぴ
Q
σ
ω
o
器
町
鳥
冨
。
鉱
§
9
Q
い
㊦
し
d
o
毒
9
ρ
O
し
d
ω
噂
卜
。
O
O
刈
も
．
お
．

③
＞
U
O
爵
q
。
。
ω
ふ
。
。
弗

④
＞
U
O
①
b
σ
総
O
．

⑤
O
ミ
。
ミ
N
§
融
さ
§
Q
N
融
ト
甑
ダ
戸
盟
寝
①
H
¶
〉
讐
＜

⑥
＞
O
Ω
①
し
d
紹
。
。
．

⑦
O
ミ
。
ミ
§
§
さ
§
恥
N
融
』
’
ぴ
ξ
圏
同
’
Ω
g
H
噂
≧
け
×
＜
H

⑧
r
O
三
【
鐸
い
題
§
ミ
㌧
浅
魯
、
ぎ
曽
§
譜
魯
貯
9
§
ミ
Q
§
逸
導
鴇
ミ
魯

　
ζ
弩
器
。
魯
霞
。
。
8
冨
は
住
輯
Φ
Φ
ω
o
ロ
。
。
δ
α
罵
Φ
亀
8
儒
Φ
旨
℃
o
箕
9
切
o
a
Φ
磐
×

第
四
章
　
沿
岸
貿
易
船
の
活
動
と
商
品
市
場

ボ
ル
ド
ー
ま

　
日
レ
Φ
8
．

⑨
力
輻
く
巴
幽
戸
魯
ミ
も
’
ω
逡
■

⑩
ω
瞑
U
諸
（
r
9
①
琶
旧
弓
坪
唱
マ
①
■

⑪
鵠
．
凶
ぎ
に
鼻
鈴
簿
q
§
ミ
ミ
亀
§
ミ
謡
織
．
詠
Q
ミ
§
謹
§
し
◎
誌
凝
ミ
黛
N
馬

　
映
毫
鴇
魯
ミ
け
9
。
。
Φ
山
Φ
α
o
臼
。
槻
舞
ω
0
9
①
き
Φ
ω
o
¢
。
・
置
α
岸
Φ
9
δ
口
α
Φ
Ω
．
冨

　
じ
u
o
濫
島
Φ
ρ
い
〇
二
Φ
9
¢
し
σ
ψ
卜
。
O
蜀
℃
．
ω
0
9

⑫
O
じ
ご
。
惹
毎
魯
ミ
．
p
ω
鮮

⑬
声
お
日
野
冨
愚
．
q
鈍
p
ω
葵

⑭
零
も
く
p
。
茸
魯
ミ
’
p
謡
ρ

⑮
9
厨
し
d
。
鼠
号
ρ
・
雷
9
ヨ
g
ひ
Q
コ
δ
号
ω
目
＆
。
ω
①
二
①
B
σ
。
冨
ぴ
q
Φ
黛
。
蕾
亭

　
自
ρ
器
¢
・
鋸
駁
≦
H
H
鳥
ω
冨
。
δ
・
■
ヒ
ロ
ミ
ト
婁
Ω
↓
o
ヨ
①
心
願
實
ヨ
騨
。
の
忌
。
巨
旧

　
冨
コ
く
δ
ワ
融
≦
δ
き
6
Φ
N
質
P
窃
O
山
①
ρ

⑯
ω
畷
U
ζ
（
び
9
①
包
、
弓
算
。
．
①
．

⑰
雷
■
N
Φ
話
誓
ρ
三
跡
貰
p
。
。
㊤
ρ

　
船
長
た
ち
の
活
動
海
域
は
、
彼
ら
が
住
む
地
域
に
位
置
す
る
港
の
性
質
や
経
済
的
状
況
に
よ
り
、
「
遠
隔
地
へ
の
航
海
」
、
「
大
沿
岸
貿
易
」
、

「
小
沿
岸
貿
易
」
の
範
囲
に
住
み
分
け
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
中
で
、
船
長
た
ち
は
航
海
と
船
員
、
積
荷
の
責
任
者
と
し
て
海
を
渡
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
船
長
た
ち
は
常
に
同
じ
方
法
で
同
じ
海
域
を
往
復
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
サ
ン
ー
ー
ト
ロ
ペ
の
沿
岸
貿
易
船
長
を
研
究
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

ブ
チ
に
よ
れ
ば
、
サ
ン
ー
ー
ト
ロ
ペ
の
船
長
た
ち
は
、
「
周
回
交
易
」
と
「
定
期
便
交
易
」
の
二
種
類
の
航
海
方
法
を
用
い
て
い
た
。
前
者
は
、
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ラ
ン
グ
ド
ッ
ク
産
葡
萄
酒
や
蒸
留
酒
の
販
売
の
た
め
に
、
後
者
は
、
サ
ン
日
ト
ロ
ペ
と
マ
ル
セ
イ
ユ
問
に
お
け
る
木
材
や
コ
ル
ク
の
輸
送
に
用

い
ら
れ
た
。
要
す
る
に
、
サ
ン
ー
ー
ト
ロ
ペ
の
船
長
た
ち
は
、
積
荷
の
種
類
や
商
品
市
場
の
あ
り
方
に
応
じ
て
航
海
方
法
を
変
え
て
い
た
の
で
あ

る
。
同
じ
こ
と
が
、
大
西
洋
沿
岸
に
つ
い
て
も
言
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
本
章
で
は
、
船
長
た
ち
に
よ
っ
て
実
行
さ
れ
た
航
海
と
そ
の
決
定
要
因

を
考
察
す
る
。

第
一
節
　
船
の
所
有
者
に
よ
る
決
定

　
船
長
自
身
が
船
主
で
あ
る
場
合
、
沿
岸
貿
易
船
の
ル
ー
ト
や
航
海
す
る
海
域
は
基
本
的
に
船
長
の
意
向
を
大
き
く
反
映
し
た
も
の
と
な
る
。

そ
の
場
合
、
次
の
二
つ
の
要
因
が
問
題
と
な
る
。
第
一
に
、
船
長
の
生
ま
れ
育
っ
た
地
域
の
伝
統
的
な
前
面
地
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
ア
ル
カ

シ
ョ
ン
出
身
の
沿
岸
貿
易
船
長
の
多
く
は
、
こ
の
港
で
積
み
出
さ
れ
る
タ
ー
ル
の
伝
統
的
な
買
い
手
で
あ
っ
た
ル
ド
ン
へ
向
け
て
出
航
し
た
。

第
二
に
、
航
海
知
識
に
関
わ
る
要
因
で
あ
る
。
航
海
の
知
識
は
経
験
に
よ
っ
て
習
得
さ
れ
、
そ
れ
は
親
や
親
族
、
あ
る
い
は
同
郷
者
集
団
の
中

で
水
夫
見
習
い
期
間
を
通
じ
て
伝
達
さ
れ
て
い
っ
た
。
た
と
え
ば
、
ロ
リ
ア
ン
の
沿
岸
貿
易
船
長
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
フ
ォ
ル
バ
ン
は
、
ナ
ン
ト
か

ら
サ
ン
目
セ
バ
ス
チ
ア
ン
ま
で
の
沿
岸
航
海
に
馴
化
し
、
そ
の
息
子
エ
チ
エ
ン
ヌ
は
、
ボ
ル
ド
ー
、
ポ
ー
ル
涯
ル
イ
、
ナ
ン
ト
と
ル
・
ア
ー
ヴ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

ル
の
四
港
聞
を
定
期
的
に
回
っ
て
商
品
輸
送
を
行
う
周
回
交
易
に
従
事
し
た
。
こ
う
し
て
、
伝
統
的
な
地
域
間
交
易
関
係
と
船
乗
り
の
世
界
の

地
域
性
と
に
支
え
ら
れ
、
船
長
に
よ
る
航
海
海
域
の
決
定
は
船
長
の
地
元
経
済
と
深
く
結
び
つ
い
た
。

　
血
縁
関
係
だ
け
で
な
く
船
長
資
格
に
関
す
る
規
則
も
「
小
沿
岸
貿
易
」
の
地
域
性
強
化
に
貢
献
し
た
。
た
と
え
ば
、
ル
イ
こ
、
、
レ
と
い
う
プ

ラ
サ
ッ
ク
の
船
乗
り
は
、
ピ
エ
ー
ル
・
ロ
ワ
ラ
と
い
う
同
じ
く
プ
ラ
サ
ッ
ク
出
身
の
沿
岸
貿
易
船
の
船
長
の
保
証
書
に
よ
っ
て
船
長
資
格
を
取

得
し
、
後
に
、
ピ
エ
ー
ル
の
子
エ
マ
ニ
ュ
エ
ル
・
ロ
ワ
ラ
の
試
験
官
を
務
め
た
。
ま
た
、
ル
イ
ス
半
島
出
身
の
沿
岸
貿
易
船
長
セ
バ
ス
チ
ア

ン
・
ス
テ
フ
ァ
ニ
ー
は
、
一
七
二
〇
年
、
同
じ
教
区
出
身
の
ア
ン
ド
レ
・
テ
ィ
リ
ス
、
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
フ
ァ
ル
デ
ル
と
と
も
に
沿
岸
貿
易
船
長

　
　
　
　
③

資
格
を
得
た
。
こ
の
と
き
口
頭
試
験
を
行
っ
た
の
は
、
ピ
エ
ー
ル
・
カ
ル
ヴ
ェ
と
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ブ
ノ
ワ
の
二
名
で
あ
り
、
彼
ら
は
ア
ル
ス
島
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出
身
で
ル
イ
ス
半
島
出
身
者
で
は
な
い
が
、
近
隣
の
教
区
出
身
者
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
つ
ま
り
、
新
し
い
船
長
の
知
識
は
、
同
じ

地
域
出
身
で
同
じ
海
で
活
動
し
て
い
る
「
顔
見
知
り
」
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
次
に
、
船
主
が
船
長
で
は
な
く
貿
易
商
人
な
ど
船
長
以
外
の
人
物
で
あ
る
場
合
、
あ
る
い
は
船
長
以
外
の
人
物
が
持
分
資
本
の
持
ち
主
と
し

て
船
の
共
同
所
有
者
と
な
っ
て
い
る
場
合
、
船
の
活
動
海
域
は
船
主
と
な
っ
て
い
る
人
々
の
商
業
活
動
と
深
く
関
わ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
カ
ン

ペ
ー
ル
の
貿
易
商
人
ピ
エ
ー
ル
・
ブ
シ
ェ
は
、
ポ
ン
ー
ー
ラ
ベ
の
貿
易
商
人
ダ
ニ
エ
ル
と
と
も
に
ネ
プ
チ
ュ
ー
ン
と
い
う
名
の
船
を
購
入
し
た
が
、

次
の
よ
う
な
船
舶
購
入
届
け
を
海
事
裁
判
所
に
提
出
し
た
。

こ
の
都
市
（
カ
ン
ペ
ー
ル
）
の
貿
易
商
人
ピ
エ
ー
ル
・
ブ
シ
ェ
は
、
掌
捕
さ
れ
た
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
船
ネ
プ
チ
ュ
ー
ン
号
を
買
い
付
け
た
こ
と
を
海
事
裁
判

一八世紀フランスにおける沿岸貿易船の船長たち（君塚〉

所
に
申
告
し
た
。
同
様
に
、
こ
の
船
を
ネ
プ
チ
ュ
ー
ン
号
の
名
で
、
ク
レ
モ
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

海
さ
せ
る
つ
も
り
で
あ
る
と
申
告
し
た
。
［
以
下
略
］

・
ジ
ャ
ニ
ュ
を
船
長
と
し
て
、
こ
の
地
方
お
よ
び
他
の
地
方
の
沿
岸
を
航

　
注
目
す
べ
き
は
、
「
こ
の
船
を
ネ
プ
チ
ュ
ー
ン
号
の
名
で
、
ク
レ
モ
ン
・
ジ
ャ
ニ
ュ
を
船
長
と
し
て
、
こ
の
地
方
お
よ
び
他
の
地
方
の
沿
岸

を
航
海
さ
せ
る
つ
も
り
で
あ
る
と
申
告
し
た
」
と
書
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
、
船
主
で
あ
る
ブ
シ
ェ
が
船
長
を
決
め
、
船
の
使
い
方
に
つ
い
て

も
明
示
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
船
の
所
有
に
関
わ
る
関
係
が
、
船
の
活
動
す
る
海
域
を
部
分
的
に
決
定
し
た
の
で
あ
る
。

　
ロ
リ
ア
ン
の
沿
岸
貿
易
船
長
で
あ
る
ジ
ョ
ゼ
フ
・
ル
・
フ
ラ
ン
は
、
一
七
六
五
年
四
月
、
フ
ラ
ン
グ
号
に
ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
地
方
の
港
オ
レ
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

三
四
ト
ン
の
小
麦
を
積
ん
で
リ
ブ
ル
ヌ
に
向
か
っ
た
。
リ
ブ
ル
ヌ
で
三
ニ
ト
ン
の
葡
萄
酒
を
積
み
、
六
人
の
乗
客
b
霧
ω
謬
興
ω
を
乗
せ
て
、
同

年
五
月
に
ブ
レ
ス
ト
へ
向
け
て
出
港
し
た
。
ブ
レ
ス
ト
に
到
着
後
は
、
一
度
ロ
リ
ア
ン
に
戻
り
、
そ
の
後
再
び
リ
ブ
ル
ヌ
に
向
か
い
、
同
年
六

月
二
〇
B
、
そ
こ
で
三
四
ト
ン
の
葡
萄
酒
を
積
ん
で
ロ
リ
ア
ン
に
向
か
っ
た
。
フ
ラ
ン
グ
号
の
船
主
は
、
ロ
リ
ア
ン
の
貿
易
商
人
ロ
ラ
ン
・
ブ

ル
ジ
ョ
ワ
で
あ
り
、
そ
の
主
な
活
動
は
ボ
ル
ド
ー
産
葡
萄
酒
の
取
引
で
あ
っ
た
。
ル
・
フ
ラ
ン
に
よ
っ
て
実
行
さ
れ
た
沿
岸
貿
易
は
、
船
主
で
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あ
る
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
の
商
業
活
動
を
反
映
し
た
も
の
だ
っ
た
。

　
結
局
の
と
こ
ろ
、
こ
う
し
た
複
合
的
な
要
因
が
重
な
っ
て
、
沿
岸
貿
易
船
の
船
長
た
ち
は
特
定
の
海
域
や
ル
ー
ト
が
決
定
さ
れ
た
。
そ
の
結

果
、
沿
岸
貿
易
船
長
た
ち
は
、
し
ば
し
ば
、
同
じ
行
き
先
と
の
間
を
往
復
し
た
。
た
と
え
ば
、
一
七
四
六
年
か
ら
一
七
五
六
年
の
間
に
ヴ
ァ
ン

ヌ
海
事
裁
判
所
に
登
録
さ
れ
た
キ
ブ
ロ
ン
の
船
長
四
〇
〇
名
の
う
ち
、
一
四
％
が
ナ
ン
ト
へ
二
八
％
が
ボ
ル
ド
ー
へ
向
け
て
帆
を
あ
げ
た
の
で

　
⑥

あ
る
。
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第
二
節
　
商
品
市
場
の
タ
イ
プ
と
航
海
方
法

　
商
品
市
場
の
タ
イ
プ
は
、
船
長
た
ち
の
活
動
海
域
の
み
で
な
く
、
沿
岸
貿
易
船
の
航
海
方
法
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。
軍
港
の
あ
る
ブ
レ

ス
ト
は
一
八
世
紀
を
通
じ
て
い
わ
ゆ
る
「
第
二
次
英
仏
百
年
戦
争
」
の
フ
ラ
ン
ス
海
軍
の
最
前
線
基
地
と
な
っ
た
。
ま
た
、
海
軍
工
廠
（
ア
ル

ス
ナ
ル
）
が
建
設
さ
れ
、
ブ
レ
ス
ト
は
軍
艦
を
建
造
す
る
た
め
の
造
船
港
と
し
て
も
機
能
し
た
。
ブ
レ
ス
ト
市
と
そ
の
郊
外
の
ル
・
ク
ー
ヴ
ラ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

ン
ス
に
は
海
軍
関
係
者
だ
け
で
な
く
海
軍
工
廠
な
ど
で
働
く
日
雇
い
労
働
者
な
ど
が
集
ま
っ
た
。
造
船
に
必
要
な
資
材
や
都
市
住
民
や
都
市
に

滞
在
す
る
人
々
に
供
給
す
る
日
用
品
の
需
要
が
拡
大
し
た
。
申
で
も
、
ボ
ル
ド
ー
産
の
葡
萄
酒
は
海
軍
関
係
者
に
供
給
さ
れ
る
必
需
品
で
あ
り
、

安
定
し
た
供
給
を
必
要
と
し
て
い
た
。

　
ロ
リ
ア
ン
は
、
イ
ン
ド
会
社
の
工
廠
港
と
し
て
建
設
さ
れ
、
イ
ン
ド
会
社
の
た
め
の
造
船
港
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
イ
ン
ド
会
社
の
船
舶
が
臓

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

装
さ
れ
、
仁
心
解
除
さ
れ
る
港
で
も
あ
り
、
イ
ン
ド
洋
向
け
の
船
舶
が
出
航
し
、
帰
港
す
る
港
で
も
あ
っ
た
。
軍
港
で
は
な
か
っ
た
が
、
ブ
レ

ス
ト
岡
様
に
、
ロ
リ
ア
ン
で
も
造
船
資
材
や
旦
雇
い
労
働
者
向
け
の
日
用
品
の
需
要
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
何
よ
り
も
、
イ
ン
ド
や
中
国
に
向

け
て
出
航
す
る
イ
ン
ド
会
社
の
船
舶
に
積
み
込
む
商
品
を
必
要
と
し
て
い
た
。
ボ
ル
ド
ー
産
葡
萄
酒
は
、
イ
ン
ド
や
中
国
の
商
館
に
滞
在
す
る

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
に
需
要
が
あ
り
、
イ
ン
ド
向
け
に
出
航
す
る
イ
ン
ド
会
社
船
の
主
要
な
商
品
と
な
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
ロ
リ
ア
ン
で
も
イ
ン

ド
会
社
の
議
装
に
必
要
な
ボ
ル
ド
ー
産
葡
萄
酒
の
需
要
が
あ
り
、
安
定
し
た
供
給
を
必
要
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。



～八世紀フランスにおける沿岸貿易船の船長たち（君塚）

　
要
す
る
に
、
ブ
レ
ス
ト
と
ロ
リ
ア
ン
に
は
、
比
較
的
安
定
し
た
葡
萄
酒
の
需
要
が
あ
っ
た
。
こ
の
二
つ
の
港
に
葡
萄
酒
を
運
ん
だ
プ
ラ
イ
や

プ
ラ
サ
ッ
ク
の
沿
岸
貿
易
船
船
長
た
ち
は
ボ
ル
ド
ー
で
葡
萄
酒
を
積
み
込
む
と
直
接
こ
の
二
つ
の
港
へ
向
か
っ
た
。
彼
ら
は
、
ブ
レ
ス
ト
と
ボ

ル
ド
ー
あ
る
い
は
ロ
リ
ア
ン
と
ボ
ル
ド
ー
の
問
を
直
接
往
復
す
る
「
直
行
周
圓
交
易
」
に
特
化
し
た
。

　
帰
り
荷
が
確
保
し
や
す
い
場
合
も
、
「
直
行
周
回
交
易
」
が
可
能
に
な
っ
た
。
た
と
え
ば
、
　
七
八
七
年
、
ボ
ル
ド
ー
か
ら
ナ
ン
ト
へ
向
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

つ
た
沿
岸
貿
易
船
の
う
ち
約
二
九
・
五
％
が
ナ
ン
ト
到
着
後
直
接
ボ
ル
ド
ー
へ
戻
っ
た
。
ナ
ン
ト
で
ボ
ル
ド
ー
産
葡
萄
酒
の
需
要
が
あ
っ
た
だ

け
で
な
く
、
ナ
ン
ト
か
ら
ボ
ル
ド
ー
に
送
ら
れ
た
小
麦
は
ボ
ル
ド
ー
で
議
装
さ
れ
る
遠
隔
地
へ
の
航
海
に
向
か
う
船
舶
の
重
要
な
積
荷
と
な
っ

た
か
ら
で
あ
る
。
同
様
に
、
ボ
ル
ド
ー
か
ら
ル
ド
ン
に
向
か
っ
た
沿
岸
貿
易
船
の
う
ち
約
三
五
・
五
％
が
ル
ド
ン
到
着
後
、
別
の
港
に
寄
港
す

る
こ
と
な
く
、
ボ
ル
ド
ー
に
戻
っ
た
。
ル
ド
ン
は
ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
地
方
の
主
邑
レ
ン
ヌ
の
外
港
と
し
て
の
機
能
を
持
ち
、
レ
ン
ヌ
で
需
要
の
あ

る
ボ
ル
ド
ー
産
赤
葡
萄
酒
が
ル
ド
ン
に
運
ば
れ
た
。
ま
た
、
レ
ン
ヌ
周
辺
で
生
産
さ
れ
る
麻
織
物
は
外
港
の
ル
ド
ン
に
集
め
ら
れ
た
。
こ
の
麻

織
物
は
帆
布
と
し
て
用
い
ら
れ
た
の
で
、
植
民
地
向
け
に
大
型
帆
船
を
議
装
し
て
い
る
ボ
ル
ド
ー
で
需
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
、
ヴ
ァ
ン
ヌ
や
カ
ン
ペ
ー
ル
な
ど
の
地
域
市
場
を
中
心
と
し
て
活
動
し
て
い
る
港
の
場
合
、
需
要
が
小
さ
い
た
め
、
目
的
地
に

向
か
う
途
中
に
立
ち
寄
っ
て
積
荷
を
降
ろ
す
方
法
が
用
い
ら
れ
た
。
こ
れ
は
ト
ラ
ン
ピ
ン
グ
と
呼
ば
れ
て
、
後
背
地
に
大
規
模
な
消
費
市
場
を

持
た
な
い
港
が
多
い
ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
沿
岸
で
は
多
く
用
い
ら
れ
た
。
ボ
ル
ド
ー
と
カ
ン
ペ
ー
ル
間
の
航
路
で
ト
ラ
ン
ピ
ン
グ
を
行
っ
た
沿
岸
貿

易
船
長
に
つ
い
て
言
え
ば
、
コ
ン
カ
ル
ノ
と
ボ
ン
翻
ラ
ベ
に
よ
く
寄
港
し
た
。
た
と
え
ば
、
　
一
七
五
四
年
に
ボ
ル
ド
ー
で
葡
萄
酒
を
積
ん
で
カ

ン
ペ
ー
ル
に
向
け
て
出
港
し
た
マ
リ
目
ル
ネ
の
船
長
ジ
ャ
ン
・
ド
レ
ア
ン
は
、
ま
ず
途
中
の
ポ
ン
ー
ー
ラ
ベ
港
で
積
荷
の
一
部
を
降
ろ
し
、
残
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

の
積
荷
を
載
せ
て
カ
ン
ペ
ー
ル
に
向
か
っ
た
。

　
も
っ
と
も
、
沿
岸
貿
易
の
船
長
た
ち
の
多
く
は
、
同
じ
場
所
を
直
接
往
復
す
る
「
直
行
周
圃
交
易
」
と
複
数
の
港
に
寄
港
し
な
が
ら
交
易
を

行
う
「
ト
ラ
ン
ピ
ン
グ
」
と
を
組
み
合
わ
せ
て
実
行
し
た
。
一
七
八
七
年
、
ア
ル
ス
島
の
沿
岸
貿
易
船
イ
ロ
ン
デ
ル
号
の
船
長
ジ
ョ
ゼ
フ
・

ル
・
サ
ン
は
、
ボ
ル
ド
ー
と
エ
ヌ
ボ
ン
を
往
復
し
た
後
、
ボ
ル
ド
ー
か
ら
ナ
ン
ト
へ
の
商
品
輸
送
を
行
い
、
続
い
て
ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
北
部
の
港
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⑪

サ
ン
ー
ー
ブ
リ
ュ
へ
向
か
っ
た
。
ロ
リ
ア
ン
の
イ
ン
ド
会
社
工
廠
向
け
木
材
や
イ
ン
ド
会
社
に
よ
る
議
長
に
必
要
な
小
麦
の
輸
送
に
従
事
し
て
い

た
カ
ン
ペ
ル
レ
の
船
長
た
ち
は
、
ロ
リ
ア
ン
と
カ
ン
ペ
ル
レ
の
「
直
行
周
回
交
易
」
だ
け
で
な
く
ボ
ル
ド
ー
と
の
交
易
に
も
参
加
し
た
。
た
と

え
ば
、
ジ
ュ
リ
ア
ン
・
レ
ス
レ
は
マ
リ
ー
ー
ア
ン
ジ
ェ
リ
ク
号
の
船
長
と
し
て
一
七
八
七
年
二
月
、
ボ
ル
ド
ー
か
ら
ロ
リ
ア
ン
向
け
に
葡
萄
酒
を

積
ん
で
出
港
し
、
そ
の
後
胤
リ
ア
ン
と
カ
ン
ペ
ル
レ
の
間
で
周
回
交
易
に
従
事
、
同
年
六
月
、
今
度
は
ボ
ル
ド
ー
か
ら
カ
ン
ペ
ル
レ
向
け
の
葡

萄
酒
輸
送
を
行
っ
た
。
そ
の
後
、
八
月
に
は
、
再
び
ロ
ワ
ア
ン
と
カ
ン
ペ
ル
レ
間
の
周
回
交
易
を
行
い
、
同
年
九
月
、
再
度
ボ
ル
ド
！
へ
向
か

い
、
ル
ド
ン
向
け
の
葡
萄
酒
を
積
み
込
ん
だ
。

第
三
節
　
活
動
海
域
の
変
化

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

　
沿
岸
貿
易
船
の
活
動
海
域
は
常
に
同
じ
と
い
う
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
船
員
登
録
簿
に
基
づ
い
て
、
ボ
ル
ド
ー
海
事
裁
判
所
管
轄
下
の
プ
ラ

イ
管
区
で
登
録
さ
れ
た
船
長
た
ち
の
行
き
先
を
分
析
す
る
と
、
プ
ラ
イ
、
特
に
プ
ラ
サ
ッ
ク
出
身
の
船
長
た
ち
の
活
動
海
域
に
つ
い
て
興
昧
深

い
こ
と
が
わ
か
る
。

　
一
七
五
四
年
に
お
い
て
、
プ
ラ
イ
で
音
楽
さ
れ
て
海
事
裁
判
所
に
登
録
さ
れ
た
船
舶
は
、
ム
ー
ル
貝
漁
な
ど
の
漁
船
を
除
く
と
、
七
七
六
ト

ン
で
あ
り
、
そ
の
う
ち
三
一
八
ト
ン
が
ロ
シ
ュ
フ
ォ
ー
ル
に
向
け
て
蟻
装
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
プ
ラ
イ
で
登
録
さ
れ
た
船
舶
の
約
四
割
で
あ
っ

た
。
ラ
・
ロ
シ
ェ
ル
が
こ
れ
に
続
き
、
一
一
五
ト
ン
の
船
舶
が
こ
の
港
へ
向
け
て
プ
ラ
イ
で
議
装
さ
れ
た
。
こ
の
二
港
だ
け
で
プ
ラ
イ
で
議
装

さ
れ
た
沿
岸
貿
易
船
の
約
五
五
％
を
受
け
取
っ
た
の
で
あ
る
。
一
八
世
紀
の
半
ば
、
少
な
く
と
も
七
年
戦
争
の
前
ま
で
は
、
プ
ラ
イ
の
沿
岸
貿

易
船
の
活
動
範
囲
は
、
ギ
ュ
イ
エ
ン
ヌ
海
事
裁
判
所
管
区
内
か
ら
ラ
・
ロ
シ
ェ
ル
ま
で
の
範
囲
に
集
中
し
て
い
た
。

　
七
年
戦
争
後
、
戦
後
の
造
船
ブ
ー
ム
と
ロ
シ
ュ
フ
ォ
ー
ル
の
海
軍
工
廠
に
お
け
る
物
資
の
需
要
に
答
え
る
べ
く
、
一
七
六
四
年
に
お
い
て
ボ

ル
ド
ー
と
プ
ラ
イ
で
登
録
さ
れ
た
ロ
シ
ュ
フ
ォ
ー
ル
向
け
の
船
舶
数
は
急
増
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
一
七
六
六
年
に
は
早
く
も
ロ
シ
ュ
フ

ォ
ー
ル
向
け
に
議
事
さ
れ
た
船
は
急
激
に
減
少
す
る
。
そ
の
代
わ
り
に
、
ロ
リ
ア
ン
と
ナ
ン
ト
が
主
要
な
目
的
地
と
な
っ
た
。
特
に
ロ
リ
ア
ン
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は
、
プ
ラ
イ
管
区
で
議
装
さ
れ
た
沿
岸
貿
易
船
の
約
三
一
％
を
受
け
取
っ
た
。
お
そ
ら
く
、
ロ
シ
ュ
フ
ォ
ー
ル
に
お
け
る
「
戦
後
特
需
」
に
よ

る
船
舶
需
要
が
減
少
し
、
逆
に
イ
ン
ド
会
社
の
活
動
に
必
要
な
物
資
の
需
要
が
増
え
た
ロ
リ
ア
ン
と
植
民
地
貿
易
で
や
は
り
日
用
品
の
物
資
供

給
を
必
要
と
し
た
ナ
ン
ト
が
余
剰
労
働
力
の
受
け
皿
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
～
七
七
二
年
に
な
る
と
、
プ
ラ
イ
管
区
の
船
長
た
ち
に
よ
る
活
動
海
域
は
、
さ
ら
に
、
よ
り
北
へ
と
移
っ
て
い
っ
た
。
ロ
リ
ア
ン
へ
の
輸
送

を
保
証
し
つ
つ
、
軍
港
で
あ
る
ブ
レ
ス
ト
に
向
け
た
葡
萄
酒
や
造
船
資
材
の
輸
送
を
積
極
的
に
行
う
よ
う
に
な
っ
た
。
～
七
八
七
年
に
お
い
て
、

プ
ラ
イ
管
区
で
懸
爪
さ
れ
た
船
の
約
三
五
％
が
ブ
レ
ス
ト
へ
と
向
か
っ
た
。
さ
ら
に
、
カ
レ
や
ダ
ン
ケ
ル
ク
、
ハ
ン
ブ
ル
ク
に
ま
で
向
か
う
プ

ラ
イ
船
も
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
プ
ラ
イ
管
区
の
船
長
の
船
が
エ
ー
レ
ス
ン
ド
海
峡
を
越
え
て
リ
ュ
ー
ベ
ッ
ク
に
行
く
こ
と
は

な
か
っ
た
し
、
ジ
ブ
ラ
ル
タ
ル
海
峡
を
越
え
て
地
中
海
に
向
か
う
こ
と
も
な
か
っ
た
。
プ
ラ
イ
管
区
の
船
長
た
ち
は
、
一
七
四
〇
仁
王
令
で
規

定
さ
れ
て
い
る
「
小
沿
岸
貿
易
扁
カ
テ
ゴ
リ
に
属
す
る
海
域
を
出
る
こ
と
は
、
一
八
世
紀
を
通
じ
て
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
彼
ら
の
活
動
海
域

は
常
に
同
じ
で
は
な
か
っ
た
。
商
品
市
場
や
労
働
力
需
要
と
い
っ
た
経
済
状
況
に
対
応
し
な
が
ら
、
「
小
沿
岸
貿
易
」
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
の
中

で
、
船
長
た
ち
は
彼
ら
の
「
縄
張
り
」
を
少
し
ず
つ
変
え
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

①
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お
　
わ
　
り
　
に

　
最
後
に
、
沿
岸
貿
易
船
長
の
分
析
を
通
じ
て
明
ら
か
に
な
っ
た
海
と
人
間
の
関
わ
り
方
に
つ
い
て
ま
と
め
、
最
初
の
問
い
か
け
に
答
え
る
。

　
第
～
に
、
～
六
八
～
年
『
海
事
王
令
』
と
そ
れ
に
続
く
諸
王
令
に
よ
っ
て
、
船
乗
り
た
ち
の
航
海
は
「
遠
隔
地
へ
の
航
海
」
、
「
大
沿
岸
貿

易
」
、
「
小
沿
岸
貿
易
」
と
い
う
三
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
に
分
類
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
「
船
長
」
と
は
、
国
家
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
資
格
で
あ
り
、

こ
れ
ら
三
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
に
対
応
し
た
も
の
だ
っ
た
。
船
乗
り
が
、
「
遠
隔
地
へ
の
航
海
」
の
カ
テ
ゴ
リ
で
活
動
す
る
船
長
を
志
望
す
る
か
、

「
大
沿
岸
貿
易
」
や
「
小
沿
岸
貿
易
」
カ
テ
ゴ
リ
の
船
長
を
志
望
す
る
か
は
、
彼
ら
の
住
ん
で
い
る
地
域
に
よ
っ
て
異
な
っ
た
。
ギ
ュ
イ
エ
ン

ヌ
海
事
裁
判
所
管
区
に
つ
い
て
言
え
ば
、
ボ
ル
ド
ー
と
い
う
大
海
港
都
市
と
そ
の
郊
外
に
住
ん
で
い
る
船
乗
り
は
、
植
民
地
へ
向
か
う
「
遠
隔

地
へ
の
航
海
」
船
長
を
志
望
す
る
傾
向
が
強
か
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
プ
ラ
イ
、
ア
ル
カ
シ
ョ
ン
の
よ
う
な
比
較
的
小
規
模
な
港
を
持
つ
管

区
の
船
乗
り
は
沿
岸
貿
易
に
向
か
っ
た
。
「
遠
隔
地
へ
の
航
海
」
は
、
議
装
に
多
く
の
資
本
を
必
要
と
す
る
の
で
、
こ
れ
を
集
め
る
こ
と
の
で

き
る
ボ
ル
ド
ー
が
遠
隔
地
貿
易
の
中
心
と
な
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
ボ
ル
ド
ー
に
は
「
遠
隔
地
へ
の
航
海
」
船
長
の
需
要
が
あ
り
、
そ
こ
に
住

む
船
乗
り
は
こ
う
し
た
労
働
市
場
の
状
況
を
身
近
に
感
じ
る
こ
と
が
で
き
た
だ
ろ
う
。

　
第
二
に
、
沿
岸
貿
易
船
長
の
活
動
は
、
彼
ら
の
地
元
と
の
深
い
つ
な
が
り
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
。
船
長
た
ち
は
、
ま
ず
、
水
夫
見
習
い
と

し
て
親
類
の
沿
岸
貿
易
船
に
乗
っ
て
実
務
教
育
を
受
け
、
航
海
技
術
を
習
得
し
た
。
ま
た
、
多
く
の
場
合
、
船
長
は
、
沿
岸
貿
易
船
を
所
有
す

る
船
主
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
船
員
の
リ
ク
ル
ー
ト
で
は
、
ま
ず
家
族
が
優
先
さ
れ
、
次
に
同
じ
教
区
出
身
者
が
船
員
と
し
て
雇
わ
れ
た
。
こ

の
よ
う
に
、
「
小
沿
岸
貿
易
」
は
、
家
族
資
本
と
ロ
ー
カ
ル
な
つ
な
が
り
に
よ
る
運
営
が
基
本
で
あ
っ
た
。
た
し
か
に
、
出
資
者
と
し
て
の
関

わ
り
方
に
つ
い
て
は
、
地
域
ご
と
に
違
い
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
プ
ラ
イ
管
区
で
は
、
ほ
ぼ
全
て
の
船
が
船
長
資
本
に
よ
っ
て
運
用
さ

れ
て
い
た
の
に
対
し
、
ア
ル
カ
シ
ョ
ン
管
区
で
は
、
沿
岸
貿
易
船
の
「
所
有
者
」
と
実
際
に
船
を
運
営
す
る
「
船
長
」
と
が
分
離
し
て
い
た
。

ブ
プ
イ
と
ア
ル
カ
シ
ョ
ン
と
の
聞
に
見
ら
れ
る
こ
の
違
い
は
、
沿
岸
民
の
伝
統
に
つ
い
て
考
え
る
う
え
で
も
興
味
深
い
も
の
と
な
ろ
う
。
そ
れ
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で
も
、
プ
ラ
イ
で
も
ア
ル
カ
シ
ョ
ン
で
も
船
長
あ
る
い
は
そ
の
縁
者
に
よ
る
出
資
が
基
本
と
な
っ
て
い
た
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
プ
ラ
イ
の

船
長
が
ア
ル
カ
シ
ョ
ン
で
活
動
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
。
「
ア
ル
カ
シ
ョ
ン
の
海
」
は
、
ア
ル
カ
シ
ョ
ン
の
船
乗
り
の
「
縄
張
り
」

だ
っ
た
。

　
第
三
に
、
船
長
と
地
元
と
の
深
い
つ
な
が
り
の
結
果
、
船
長
た
ち
の
活
動
海
域
は
、
船
長
の
地
元
の
経
済
活
動
と
連
動
し
、
船
長
た
ち
は
、

多
か
れ
少
な
か
れ
活
動
海
域
に
お
け
る
あ
る
種
の
「
棲
み
分
け
」
を
行
っ
た
。
船
長
が
船
主
で
あ
る
場
合
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
そ
う
で
な
く

と
も
、
船
員
の
雇
用
、
給
料
の
支
払
い
、
積
荷
の
取
り
扱
い
や
航
路
の
決
定
は
船
長
の
指
示
の
も
と
で
行
わ
れ
た
。
船
長
の
地
元
で
生
産
さ
れ

る
商
品
の
需
要
が
あ
る
場
所
、
あ
る
い
は
地
元
で
需
要
の
あ
る
虚
器
を
生
産
し
て
い
る
場
所
が
、
船
長
た
ち
の
主
要
な
目
的
地
と
な
っ
た
。
植

民
地
貿
易
や
軍
事
活
動
に
よ
っ
て
新
し
く
地
元
商
品
の
市
場
が
う
ま
れ
る
と
、
船
長
た
ち
の
活
動
海
域
は
そ
れ
に
合
わ
せ
て
変
化
し
た
。
ボ
ル

ド
ー
の
例
で
言
え
ば
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
内
貿
易
に
お
け
る
オ
ラ
ン
ダ
船
利
用
は
フ
ラ
ン
ス
の
船
長
た
ち
を
バ
ル
ト
海
か
ら
撤
退
さ
せ
、
植
民
地
貿

易
の
活
性
化
は
プ
ラ
イ
な
ど
の
「
小
沿
岸
貿
易
」
船
の
船
長
を
必
要
と
し
た
。
と
は
い
え
、
こ
う
し
た
変
化
は
船
長
た
ち
の
伝
統
的
な
活
動
範

囲
を
大
き
く
変
え
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
沿
岸
貿
易
の
範
囲
内
で
の
変
化
だ
っ
た
。
船
長
た
ち
は
、
「
大
沿
岸
貿
易
」
、
「
小
沿

岸
貿
易
」
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
の
範
囲
内
で
、
「
棲
み
分
け
」
を
行
い
な
が
ら
、
市
場
の
動
向
に
対
応
し
て
活
動
海
域
を
変
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
本
稿
で
明
ら
か
に
な
っ
た
よ
う
に
、
海
は
す
べ
て
の
野
島
た
ち
に
平
等
に
開
か
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
海
が
誰
に
対
し
て
ど
の
よ
う
に

開
か
れ
た
の
か
、
あ
る
い
は
閉
じ
ら
れ
た
の
か
。
そ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
解
明
は
今
後
の
課
題
で
あ
る
。
良
民
と
彼
ら
が
活
動
す
る
海
域
の
関
係

を
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に
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、
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用
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て
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る
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々
の
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み
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に
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く
こ
と
が
可
能
に
な
る
だ
ろ
う
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【
付
記
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稿
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、
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一
六
年
度
科
学
研
究
費
若
手
研
究
（
B
）

例
と
し
て
」
（
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題
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号
　
一
①
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雪
）
の
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果
の
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る
。
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Shipmasters　of　the　Cabotage　in　Eighteenth－century　France

by

KIMIZUKA　Hiroyasu

　　This　article　is　a　study　of　the　origins，　the　geographic　scope　and　nature　of

the　maritime　activities　of　the　shipmasters　engaged　in　the　cabotage　on　the

western　coast　of　France　in　the　18tii－century　and　elucidates　how　the　extent　of

the　crewmen’s　maritime　activities　was　determined

　　First，　this　study　makes　clear　by　research　on　the　geographic　origins　of　the

crewmen　who　obtained　qualifications　to　become　shipmaster　that　there　were

specific　regions　that　produced　more　shipmasters　for　the　cabotage．　ln　addition

to　the　Ordonnance　de　la　marine　instituted　in　1681，　there　were　subsequent

royai　edicts，　i．e．　navigation　au　long　cour，　grand　cabotage　and　Petit　cabotage

that　legally　established　categories　of　maritime　trade．　The　shipmasters　of　the

cabotage　obtained　their　qualifications　by　taking　examinations　based　on　the

three　categories　as　determined　by　the　state．　ln　contrast　to　crewmen　who

lived　in　large　port　cities　with　ocean－going　vessels　such　as　Bordeaux　where

there　was　a　demand　for　shipping　for　colonial　trade　who　desired　solely　to

become　shiprnasters　iR　the　category　of　long－distance　transport．　Those　who

engaged　traditional　regional　trade　from　relatively　small　ports　such　as　Blaye

and　Arcachon　sought　to　become　shipmasters　of　the　cabotage．

　　Second，　the　activities　of　the　shipmasters　of　the　cabotage　were　defined　by

thelr　places　of　origin　or　residence．　Crewmen　first　went　aboard　ships　of　their

relatives　involved　in　the　cabotage　as　apprentice　seamen　aRd　received

practical　training　and　mastered　seamanship．　Farnily　members　were　given

preference　in　recruiting　crews，　and　the　next　to　be　hired　as　crewmen　were

those　from　the　same　parish．　Additionally，　in　many　cases　the　captain　was　the

shipmaster，　and　in　other　cases　the　names　of　members　of　the　captain’s　family

or　local　merchants　could　be　found　among　the　owners　of　the　ships．　lt　was

rare　for　outsiders　to　participate　as　shipmasters　of　ships　that　were　fitted　out

at　Blaye　or　Arcachon　ln　this　way，　family　capital　aRd　local　ties　were　the

basis　of　the　operation　of　the　cabotage．

　　Third，　the　result　of　these　profound　local　ties，　the　economic　activities　of　the

captains　and　their　familial　traditions　were　reflected　in　the　geographic　scope
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of　the　captains’　maritime　activities，　and　a　loose　segmentation　in　the　regions

of　maritime　activity　occurred　according　to　the　region　of　origin．　The

employment　of　crewmeR，　the　paying　of　wages，　the　handling　of　cargo　and

determination　of　the　route　were　carried　out　according　to　the　captains’

orders．　Places　with　a　demand　for　goods　produced　in　localities　associated　with

a　ship’s　captain　or　places　that　produced　goods　that　were　in　demand　became

important　destinations　for　these　captains．　As　new　markets　for　local　goods

were　created　by　colonial　trade　and　military　activity，　the　captains’　area　of

maritime　activity　changed　correspondingly．　And　yet，　this　change　did　not

greatly　alter　the　scope　of　the　traditional　activities　of　the　captains，　and　the

change　was　ultimately　confined　within　the　scope　of　the　coastal　trade．　The

captains　altered　the　extant　of　their　maritime　activities　in　response　to　the

trends　in　the　market　while　implementing　geographic　segmentation　but

within　the　categories　of　grand　cabotage　and　Petit　cabotage．

The　Role　of　the　Merchants　of　Marseilles　in　Colonial　Expansion

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　of　the　Mid－19ti’　Century

by

SUGIMOTO　Tokil〈o

　　This　article　focuses　on　the　merchants　of　Marseilles　to　examine　the　role

they　played　in　FreRch　colonial　expaRsion　of　the　mid－19th　century．　The

majority　of　previous　studies　discuss　French　imperialism　only　from　the

viewpoint　of　the　nation　state．　This　article，　however，　investigates　each　role　in

colonial　expaRsion　played　by　three　different　actors，　i．e．，　tke　merchants　of

Marseilles，　the　navy　and　the　government，　for　the　purpose　of　examining

whether　French　West　Africa　was　main　contributor　to　the　colonia｝　expansion

in　the　Third　Republic．

　　The　expansioR　of　trade　by　the　merchants　of　Marseilles　was　brought　about

by　the　following　three　factors：　the　securing　of　the　sea　｝anes　from　the

Mediterranean　to　the　Atlantic　after　France　succeeded　in　colonizing　Algeria

in　1830，　the　appearance　of　influentia｝　ship　owners　（who　were　also　merchants），

and　the　development　of　machine　industries，　particularly　machinery　for

vessels　specialized　in　commercial　voyages．　ln　order　to　solve　the　lack　of　oil一
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